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第１章 推進計画の目的と位置づけ 

本章では、推進計画の背景と目的、計画の位置づけ、推進計画区域について示します。 

 

第１節 推進計画作成の背景と目的 

（１）推進計画策定の背景  

本町は道庁所在地である札幌市や近隣の道内主要都市、物流拠点である苫小牧港と北海道の

空の玄関口である新千歳空港に近接しており、道内外との交通利便性に恵まれています。 

太平洋に面し遠浅の広い砂浜を抱えた浜厚真海岸は、北海道を代表するサーフスポットとし

て知られています。札幌圏を中心に年間約 6 万人のサーファーが訪れ、夏にはサーフィンの大

会を開催しています。近接する浜厚真野原公園はサッカー場を有しており、毎年 4 月から 10

月までの期間、全国大会をはじめとする様々な試合が概ね毎週開催されています。試合時には

町外から選手やスタッフ、その家族が訪れ、最大で 1 日あたり約 1,700 人が訪れます。 

また、流通の拠点である苫小牧港のうち、東港区には浜厚真地区が含まれており、日本海側

へのフェリーが就航しています。フェリーは秋田、新潟や敦賀に最大 850 人が乗船可能であり、

フェリーターミナルには町外から通勤する従業員も勤務しています。 

そのため、厚真町の津波防災には、町民に加えて町外から訪れる人々の命を守るという視点

が必要です。 

 

本町にはこれまで、東日本大震災では津波による被害が発生しています。また、近年の津波

堆積物調査の結果から、町内沿岸部には過去の津波の痕跡が確認されています。 

そして、平成 30 年 9 月 6 日に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震では、厚真町において

北海道で初めて震度 7 を観測しました。この地震により、厚真町では死者 37 人（災害関連死

1 人を含む）、軽傷者 61 人、住宅の全壊 235 棟、半壊 337 棟、一部損壊 1,104 棟に及ぶ甚大な

被害を受けました。さらに、停電や断水、土砂災害による農作物の被害など、多くの町民が直

接的・間接的な災害の影響を受けました。 

加えて、日本海溝・千島海溝沿いの海溝型地震が発生した場合には、東日本大震災（平成

23 年）と同等以上の被害が予測されています。この地震では、厚真町に津波が到達するとい

う予測がされており、特に冬の期間に発生した場合には寒さや雪の影響も考慮した被害軽減に

向けた対策が必要です。  

東日本大震災を受けて、国は地震、津波からの防災・減災を図り、将来にわたって安心して

暮らすことのできる安全な地域づくりを推進するため「津波防災地域づくりに関する法律（平

成 23 年法律第 123 号）」（以下、「津波防災地域づくり法」）を制定しました。この法律に基づ

き、本町では、ハード対策※１とソフト対策※２が一体となった対策に取り組み、津波防災地域

づくりを総合的に推進し、将来にわたって安全・安心なまちを創り上げることを目的に「厚真

町津波防災地域づくり推進計画（以下、「本計画」という。）」を策定しました。 

 
※１ ハード対策：物理的な災害対策で施設や設備などによって災害対策の効果を得る方法 

※２ ソフト対策：情報や教育・訓練などの無形の要素によって災害対策の効果を得る方法  



2 

（２）推進計画の目的  

本町には、令和 3 年 7 月に北海道より公表された北海道太平洋沿岸（羅臼町から福島町の沿

岸および内陸市町村）の津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを推進することが求めら

れています。そのため、本計画は、土地利用・警戒避難体制の整備などの方向性を示し、行政

や住民、事業者が一体となって実施すべき具体的な取り組みを進め、本町の津波防災地域づく

りを着実に推進することを目的とします。その際、本町は、積雪寒冷地として考慮すべき冬の

期間の課題や各地域が持つ課題の解消もめざします。 

本計画は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

第 5 条第 2 項に基づく「推進計画」との整合性を図りながら、津波避難に係る緊急に実施すべ

き対策をとりまとめる「津波避難対策緊急事業計画」等へ適切に反映させ、事業の推進に繋げ

ていくことをめざしています。 
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第２節 計画の位置づけ 

津波防災地域づくり法第 10 条において、「市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定

を踏まえ、単独でまたは共同して、当該市町村の区域内について、推進計画を作成することがで

きる。」とされています。 

本計画は、町のめざすべき姿と進むべき方向について指針を示す町の最上位計画である「第５

次厚真町総合計画」を基本とし、関係する各種計画との整合性を考慮して策定しています。地震

や風水害などのあらゆるリスクを見据えつつ、平時の備えを中心とする包括的な対応策を取りま

とめた「厚真町強靱化計画」、町民の生命、財産を災害から守るためのリスクごとの対応をまと

めた「厚真町地域防災計画」、将来の都市像に向けたまちづくりの方向性を示す「厚真町都市計

画マスタープラン」を考慮しています。 

さらに、北海道が定める「苫小牧圏都市計画 都市計画区域の整備、開発および保全の方針

（都市計画区域マスタープラン）」や、国・北海道が管理する海岸保全施設や河川施設等の整備

計画に記載されたハード対策を反映した上で、本計画を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-1 計画の位置づけ  
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第３節 計画期間の考え方 

推進計画の期間については、令和 8 年 3 月に新たに策定した「第 5 次厚真町総合計画」の計画

期間である令和 17 年度（2035 年度）を見据え、総合計画の前期期間である令和 12 年度（2030

年度）までの 5年を本計画の計画期間とします。令和 8年度（2026 年度）～令和 10年度（2028

年度）までの 3 年間を短期、令和 12 年度（2030 年度）までの 5 年間を中期の目標年度としま

す。 

 

第４節 推進計画区域 

地震、津波からの防災・減災、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくり

を進めるためには、様々な主体が実施するハード・ソフトの施策を総合的に組み合わせた、地域

の実情に応じた取り組みが必要です。 

本町の津波浸水想定区域には居住者に加えて、事業所への通勤者、サーフスポットやサッカー場

等の利用者、道路や鉄道を利用して通過する人々がいることが予想されます。本計画では、これら

の地域の実情を考慮し、津波浸水想定区域から安全に避難するための施策が求められています。そ

のためには、特に浸水地域内で非常時に情報伝達を確実に行うための施策を含める必要があります。

また、津波浸水想定区域内外を問わず、住民や事業者等に対して被害軽減に向けた防災教育を進め

ることに加えて、季節性を考慮した津波避難場所対策の充実、避難路の整備や緊急輸送道路を利用

した被災場所への救助活動・物資輸送を確保するなどの平時の対策が求められます。 

これらのことから、本町における推進計画区域を「厚真町全域」と定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-1 推進計画区域 

凡 例 

推進計画区域 

緊急輸送道路 

その他重要な道路 

津波の場合の 
指定避難所 
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（出典：厚真町都市計画マスタープラン（令和 8年度策定予定）厚真町をもとに作成）  
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第２章 町内の現況とこれまでの取組 

本章では、本町の歴史と人口・産業、土地利用と交通に加えて、これまでに本町が実施してき

た地震・津波防災施策について示します。 

 

第１節 厚真町の歴史 

本町には 140 を越える遺跡があり、旧石器時代から人の居住が確認されています。1858 年

に松浦武四郎が「戊午東西蝦夷山川地理取調日誌」でトンニカコタンに宿泊したことが記録さ

れているように、古くからアイヌの集落が存在していました。和人の本格的な移住が始まった

のは明治 3 年（1870 年）であり、明治 6 年（1873 年）に厚真村が発足しました。そして、昭

和 35 年（1960 年）の町制施行により現在の厚真町となりました。 

厚真町の過去の災害は厚真川の氾濫によるものが多く、松浦武四郎も水害の記録を残してい

ます。河川改修工事などにより発生しにくくなっているものの、現在も河川氾濫による浸水に

備える必要があります。地震については、表 2.1-1の通り、昭和 27（1952）年十勝沖地震以降

の記録が残っています。平成 15 年（2003 年）に発生した十勝沖地震では、住家の一部損壊や、

道路の陥没、公共施設や農地および農業施設、土木施設等の被害が発生しました。近年当町で

最も大きな被害が発生した災害は平成 30 年北海道胆振東部地震です。大規模な土砂災害や多

数の家屋倒壊等が発生し、37 人が犠牲となりました（表 2.1−2、表 2.1−3）。また、東日本大震

災（2011年）では苫小牧東港で 2.5 メートルの津波が観測されたほか、津波による水産被害や

トラック、乗用車の浸水被害がありました。津波堆積物調査の結果からも、厚真町沿岸部には

これまでに津波が襲来したことが明らかになっています。 

 

表 2.1-1 厚真町における過去の地震災害（2003年まで） 

（出典：厚真町地域防災計画資料編（令和 6年 3月）厚真町、気象庁資料をもとに作成） 

発生年月日 種別・災害名 規模 

（M） 

震度 被害の概要 

昭和 27（1952）年

3 月 4 日 

十勝沖地震 8.2 ６ 死者 1名、重傷者 1名、軽傷者 8名、全壊

35 棟、半壊 36 棟、小壊 141 棟、計 212

棟、被害総額 146,386 千円 

昭和 43（1968）年

5 月 16日 

1968年 

十勝沖地震 

7.9 ６ 重傷者 1名、軽傷者 2名、住家全壊 5 棟、

住家半壊 26 棟、住家一部破損 611 棟、非

住家全半壊 10 棟、農業関連その他 76 件、

河川決壊 4 箇所、橋梁破損 4 箇所、道路破

損 11 箇所、林業関係 4 件、衛生 1 箇所、

商工 50件、学校 14箇所 

平成 5（1993）年 1

月 15 日 

平成 5年

（1993年）

釧路沖地震 

7.5 ４ 住家一部破損 1棟、非住家半壊 1棟、農業

関連その他 3件、道路 5カ所、衛生施設 1

箇所、商工 17 件、学校 2 件、被害総額

4,420 千円 

平成 15（2003）年

9 月 26日 

平成 15年

（2003年）

十勝沖地震 

8.0 ５強 住家一部破損 13 棟、農業関連その他 19

件、道路 34 箇所、衛生 10 箇所、商工 12

箇所、学校 4箇所、社会教育 5箇所、社会

福祉 2 箇所、その他 30 箇所、被害総額

892,520千円 
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表 2.1-2 平成 30年北海道胆振東部地震の概要および建物・人的被害 

（出典：平成 30 年胆振東部地震による被害状況等（令和 5年 8月 1日時点）北海道） 

発生日時 平成 30年 9月 6日午前 3時 7分 平成 31年 2月 21日午後 9時 22分 

震源地 胆振地方中東部 

（北緯 42.7度,東経 142.0度,深さ 37㎞） 

胆振地方中東部 

（北緯42.8度,東経142.0度,深さ33㎞） 

地震の規模 マグニチュード 6.7 マグニチュード 5.8 

観測震度 震度７ 震度６弱 

建物 

被害 

全壊 住 家：厚真町 235棟／道内 491棟 

非住家：厚真町 688棟／道内 1,217 棟 

－ 

半壊 住 家：厚真町 337棟／道内 1,818 棟 

非住家：厚真町 669棟／道内 1,389 棟 

－ 

一部損壊 住 家：厚真町 1,104棟／道内 47,115棟 

非住家：厚真町 816棟／道内 4,081 棟 

－ 

人的 

被害 

死者 厚真町 37人/道内 44人※ － 

重傷 厚真町なし/道内 51人 － 

中等傷 厚真町なし/道内 8人 － 

軽傷 厚真町 61人/道内 726人 厚真町 1人/道内 6人 

※ 災害関連死、厚真町1人、道内3人を含む 
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表 2.1-3 公共土木施設、ライフライン、農林業の被害状況（平成 30年度） 

（出典：厚真町・安平町・むかわ町平成 30年北海道胆振東部地震記録誌（令和 3年 3月） 

厚真町・安平町・むかわ町北海道胆振東部地震記録誌作成委員会） 

 主な被害状況 復旧状況 

道路 

国道 通行止めなし  

高規格道路 路面破損(規制期間 9月 6日～8日) 沼ノ端 IC～鵡川 IC、9月 8日までに復旧 

道道 

土砂崩れ等 ４路線 

(規制期間 9 月 6日～11月 8 日) 

橋梁破損 ２路線 

(規制期間 9 月 6日～11月 13 日) 

11月 13日までに通行止め解除 

町道 

土砂崩れ等 25 路線 

(規制期間 9 月 6日～28日) 

土砂崩れなどにより立ち入りが困難な

地域の５路線を除き、9月 28日までに

応急復旧を完了 

鉄道 
JR 日高本線 

(苫小牧～鵡川) 

軌道変移・橋梁ずれ 

(運行休止期間 9月 6日～11月 18日) 

11月 18日までに復旧工事完了。 

11月 19日から徐行運転により運行再開 

電気 全域で停電 
土砂崩れなどにより立ち入りが困難な地

域を除き、9月 8日までに停電解消 

水道 

富里浄水場の損壊、水道管の破損による断水 

(計 1,941戸) 

新町浄水場 9月 11日から再稼働。12日

から水道管の漏水調査および復旧工事

実施。土砂崩れなどで立ち入りが困難

な地区を除き、10 月 9 日までに断水を

解消 

厚真地区 1,188 戸(9月 6 日～10月 9日) 

上厚真地区 753戸(9 月 6日～9月 24日) 

※平成 31年 2月 21日(震度６弱)による断水 

厚真地区 111戸(2 月 21日～23日) 

地域 

情報 

土砂崩れによる光通信ケーブル断線 

あつまネットおよびテレビ共聴施設の不通 土砂崩れなどにより立ち入りが困難な

地域を除き、12月 28日までに復旧 あつまネット 29 戸(9月 6 日～12月 28日) 

テレビ共聴施設 62 戸(9月 6 日～12月 28日) 

農業 

土砂堆積、用水路等の破損が多数発生 

水稲や畑作物、ハスカップなどの作物にも被害 

各種補助事業等を活用し復旧対応を実施 

農地 94 箇所 154.7ha 

農業用施設 69 箇所 

農業機械・施

設 

183箇所 

共同利用施設 ８箇所 

国営勇払東部

地区かんがい

排水事業 

厚真ダム 頭首工 １箇所、揚水機 

１箇所、導水路 18.2㎞ 

林業 

大規模な山腹崩壊等により林地、林道の破損などが

発生 林道については国事業の実施。森林に

ついては適切な再生方法を検討 林道 ３路線 ※国の災害復旧事業該当箇所 

森林 3,230ha 
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第２節 人口・産業 

（１）人口・世帯数の推移 

本町の総人口は昭和 33 年（1958 年）にピークを迎えた後、出生数の低下などにより減少傾

向が続いており、令和 2 年（2020 年）国勢調査時点での人口は 4,432 人となっています（図

2.2-1）。世帯数は、昭和 25 年（1950 年）以降増減を繰り返しており、単身世帯の増加などに

よって人口に対する世帯数も増加しつつあります。 

また、年少人口（15歳未満）と生産年齢人口（15歳以上 65歳未満）が減少する一方で老年

人口（65 歳以上）は増加しており、令和 2 年（2020 年）国勢調査時の老年人口の割合（高齢

化率）は 36.5%にのぼっていることから、高齢化をふまえた災害対策が求められています（図

2.2-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 人口・世帯数の推移（出典：国勢調査（昭和 25年ほか）をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-2 年齢階級別人口割合の推移（出典：国勢調査（昭和 35年ほか）をもとに作成） 
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（２）滞在人口 

① サーフィン関係者 

浜厚真海浜公園付近では、サーファーなどの海岸利用者は、例年 6 月から 8 月の午前 10 時

台に最も多くなります。携帯基地局では令和 4 年 7 月 17 日には午前 10 時・11 時台に約 180

人の滞在が記録されており、夏の週末は午前中を中心に 100 人を超える滞在者が見られること

があります。また、夏以外の季節でも日中は数名の滞在者がいることが確認されています。そ

の一方で、冬季におけるサーフィン等海岸利用者を念頭に置いた災害対策も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-3 浜厚真海浜公園周辺の季節・時間帯別最大滞在人口（出典：携帯基地局データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-4 浜厚真海浜公園周辺の季節・時間帯別平均滞在人口（出典：携帯基地局データ） 
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② フェリー利用者 

苫小牧港東港区では、現在、以下のスケジュールでフェリーが発着しており、各便の利用者

は、フェリー1 隻あたり最大約 850 人にのぼっています。 

 

表2.2-1 フェリーの運航スケジュール 

（出典：新日本海フェリーウェブサイト（令和6年2月現在）） 

航路 運航日 苫小牧東港の発着時間 

敦賀発～苫小牧東港着（直行便） 毎日 20:30 着 

苫小牧東港発～敦賀着（直行便） 毎日 23:30 発 

敦賀発～苫小牧東港着（新潟～秋田経由） 月曜※ 16:45 着 

苫小牧東港発～敦賀着（秋田～新潟経由） 土曜 19:30 発 

新潟発～苫小牧東港着（秋田経由） 月曜～土曜※ 16:45 着 

苫小牧東港発～新潟着（秋田経由） 月曜～土曜 19:30 発 

秋田発～苫小牧東港着 火曜～日曜 16:45 着 

苫小牧東港発～秋田着 月曜～土曜 19:30 発 
※ 苫小牧東港着は、運行日翌日 

注．2024年 2月～5月の代表的な運航スケジュール 

 

③ サッカー場利用者 

浜厚真野原公園サッカー場は、例年 4 月から 11 月までの毎週、道内の高校や少年サッカー

クラブなどが練習試合や道内外のリーグ戦、そしてユース大会などに利用しています。近年は

利用日数が増加傾向にあり、令和 5 年度の利用実績では、のべ 82 日間で 21,488 人、うち選手

15,188 人、観戦者約 6,200 人が利用しました。特に令和 5 年 8 月に開催された U12 北海道国

際フットボールドリームカップでは、3 日間でスタッフ・選手合計 5,095 人が利用し、6 月の

北海道シニアサッカー連盟でも、2 日間でスタッフ・選手合計 2,396 人が利用しました。これ

らの結果から、1 日あたりの出場者、来場者は約 1,200～1,700 人に及ぶことが確認されまし

た。 

 

表 2.2-2 浜厚真野原公園サッカー場の利用者数 

（出典：浜厚真野原公園サッカー場利用状況） 

種別 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

延日数 25 16 35 53 84 82 58 

延利用者数 4,095 3,940 5,615 8,015 17,569 21,488 21,029 

延観戦者概数 20,100 9,000 80 250 620 6,200 5,650 
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（３）産業 

令和 2 年国勢調査結果では、本町は近隣の自治体に比べて農業を中心とする第１次産業従事

者の割合が高いことが示されています（図 2.2-5）。第１次産業の従事者は減少傾向にあるもの

の、津波浸水想定区域内においても農業や水産業などが営まれています。そのため、命と暮ら

しを守るためには、従事者の避難と事業の継続という両方の視点に立った対策が求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-5 産業別就業者割合（出典：国勢調査（令和 2年）をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-6 産業別就業者数の推移（出典：国勢調査（平成 2年ほか）をもとに作成） 

 

  

※（ ）の値は、第 1次産業における農業就業者割合を示す。 
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第３節 土地利用・交通 

（１）土地利用 

① 津波による浸水が想定される厚南地区 

本町は、町域の南部が都市計画区域に指定されており、津波浸水想定区域を含む厚南地区で

は、工業系用途地域や農村集落・農用地が多くを占めています。 

沿岸部には住宅が点在しているほか、サーファーが多く訪れる浜厚真海浜公園、サッカー場

を有する浜厚真野原公園など、町民以外の利用も見込まれる施設も立地しています。さらに、

本町と町外をつなぐ国道や厚真 IC、JR 浜厚真駅、フェリーターミナルといった広域的な交通

施設が集中しています。 

 

② 津波浸水想定区域外の厚真地区および北部地区 

町内の市街化区域のうち、土地区画整理事業で整備されている表町地区や上厚真地区、ルーラ

ルビレッジやフォーラムビレッジなどにおいては、良好な居住環境が形成されています。しかし、

一部の区域では、事務所や工場などの施設と住宅施設が混在している地区が見受けられるほか、

商業地内の空き地などが点在し、土地の有効活用が求められています。また、市街化を促進すべ

き地域内に大規模農地があるなど、適切な土地利用を考慮した計画づくりが求められています。 

また、厚真町の市街化調整区域は、北部は森林、中部から南部にかけては水田を中心とした農

地が広がり、良好な自然環境を創出しています。 

これまでほ場※整備が継続して行われ、厚真町らしい田園部の環境が守られていますが、厚真

町の第１次産業の中核をなす農業を取り巻く情勢は年々厳しさを増しています。 

都市計画区域の北部に広がる山間地や丘陵地域では、平成 30 年北海道胆振東部地震で大規模

な山腹崩壊が発生し、林道の復旧や森林の再生と林業の復興が図られています。さらに、厚幌ダ

ム・厚真ダム周辺のエリアは、ダムを中心とした自然環境などを活用した交流拠点のひとつとし

て位置づけられています。 

※ ほ場：農作物を栽培するための場所（水田・畑） 
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図 2.3-1 厚真市街地、上厚真市街地および北部地区の土地利用（図は一部の厚南地域も収録） 

（出典：厚真町第 5次厚真町総合計画（令和 8年●月）厚真町） 

 

（２）交通 

本町沿岸部には JR 日高本線が東西に通っており、町内には浜厚真野原公園サッカー場や浜

厚真海浜公園にアクセス可能な浜厚真駅があります。また、苫小牧港東港区にはフェリーター

ミナルがあり、交通の要衝が集中しています。 

自動車道については、日高自動車道が町の東西を貫いており、厚真 ICからアクセスすることが

可能です。日高自動車道の一部には、津波避難に係る指定緊急避難場所が整備されています。ま

た、沿岸部を結ぶ国道 235 号のほか、周辺市町をつなぐ一般道道上厚真苫小牧線や主要道道千歳

鵡川線、主要道道平取厚真線なども重要な幹線道路です。特に日高自動車道および国道 235 号、
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主要道道千歳鵡川線は、緊急輸送道路※に指定されています。 

津波避難に際しては津波浸水想定区域外への避難路が不可欠ですが、本町沿岸部では、該当

する道路は一般道道厚真浜厚真停車場線などに限られているという課題があります。 
 

※ 緊急輸送道路とは、阪神・淡路大震災での教訓を踏まえて、災害直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確

実に行うために指定された路線です。高速自動車国道、一般国道およびこれらを連絡する幹線的な道路並び

にこれらの道路と防災拠点を相互に連絡するための道路が含まれています。北海道においては、平成 8年度

に北海道緊急輸送道路ネットワーク計画が策定され、その後適宜更新されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 厚南地域の交通網 

（出典：厚真町都市計画マスタープラン（令和 8年●月）厚真町） 
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第４節 町がこれまで実施してきた地震・津波防災施策 

本町における地震・津波防災施策として、指定緊急避難場所や看板の設置、計画策定や普及啓

発に加えて各種訓練を実施してきました。指定緊急避難場所については、高規格道路における津

波指定緊急避難場所の設置を進めてきました。看板については、住民や来訪者に津波避難の必要

性を周知するため、津波ハザードマップ看板を設置してきました（表 2.4-1）。また、津波避難計

画策定を進めてきたほか、ハザードマップの作成・更新と各種説明会の実施に加えて、自主防災

組織の結成を推進してきました（表 2.4-2）。さらに、様々な種別の防災訓練を実施してきました

（表 2.4-3）。 

 

表 2.4-1津波防災に関するこれまでの取組状況（指定緊急避難場所設置、看板設置） 

No. 項 目 実施時期 概  要 

1 高規格道路の津波指

定緊急避難場所の設

置 

H25.3 

R4.3 

・平成 25年 3月 22日、国土交通省北海道開発局室蘭開発建

設部と「津波緊急避難における日高自動車道の区域の一時

使用に関する協定書」を締結し、「高規格道路 22KP旋回

場」として指定緊急避難場所に指定 

・上記、避難場所に加え、「高規格道路 24KP 避難場所」を追

加して、令和 4 年 3月 28日、協定書を修正・再締結し

て、「高規格道路 22KP 避難場所」および「高規格道路 24KP

避難場所」の 2 カ所を指定緊急避難場所に指定 

2 津波ハザードマップ

看板の設置 

R4.4 厚真ライオンズクラブより寄贈 

3 海抜標示看板の設置  平成 24年～平成 25年に設置 

4 避難所看板立て替え R4.10 災害種別避難誘導標識システム(JIS Z9098) 

避難路を照らす街灯の設置 

 

表 2.4-2 津波防災に関するこれまでの取組状況（計画策定、普及啓発） 

No. 項目 実施時期 概  要 

1 厚真町津波避難計画 H25.12 

R6.3 

・厚真町津波避難計画を策定（平成 25 年 12月 10日） 

・厚真町津波避難計画を改訂（令和 6年 3 月 1日） 

2 ハザードマップの作成 H25.1 

R4.4 

・平成 24年 6月北海道太平洋沿岸に係る津波浸水予測図

に基づき、平成 25 年１月、厚真町津波ハザードマップ

（初版）作成・配布 

・令和 3年 7月の北海道による太平洋沿岸の津波浸水想定

公表、令和 4年 1月の津波災害警戒区域指定に基づき、

令和 4年 4月、厚真町津波ハザードマップ（L2）刷新・

配布 

3 住民への津波に関する

説明会等 

H25.1 ・上記ハザードマップ初版作成、刷新時に、住民説明会を

開催 

4 津波に係る防災訓練 H23～ （後述のとおり実施※1） 

5 その他 － ・自主防災への取組（自主防災組織の設立・避難計画等の

作成支援）※設立、作成依頼など支援継続中 
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表 2.4-3 厚真町における津波に係る防災訓練実施状況 

年度 開催年月日 訓練種別 訓練内容 対象 

H23 23.12.6 総合訓練 
・災害対策本部図上訓練 

・避難訓練、避難所運営訓練等 
町職員・町民 

H24 
25.2.27 

25.2.28 
防災図上訓練 ・災害対策本部図上訓練 町職員 

H25 25.10.31 避難救出訓練 
・津波避難訓練（高規格道路緊急退避

場避難） 
町職員・町民 

H26 26.8.8 避難救出訓練 ・避難所の開設訓練等 町職員 

H27 28.1 避難救出訓練 ・避難所の開設訓練等 町職員・町民 

H28 28.11.30 避難救出訓練 ・自治会避難訓練、炊き出し訓練等 町職員・町民 

H29 29.11.5 避難救出訓練 ・津波避難訓練（内閣府主催・町共催） 町職員・町民 

R3 3.11.27 防災図上訓練 ・災害対策本部図上訓練 町職員 

R4 
4.7.23(図上訓練) 

4.8.7(実動訓練) 
総合防災訓練 

・災害対策本部図上訓練 

・住民避難訓練等 
町職員・町民 

R5 5.7.30 防災図上訓練 ・災害対策本部図上訓練 町職員 

R6 7.1.18 防災図上訓練 ・災害対策本部図上訓練 町職員 

R7 7.10.15 防災図上訓練 ・災害対策本部図上訓練 町職員 
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第３章 津波防災地域づくりの課題 

本章では、津波の被害想定を踏まえた上で、津波防災地域づくりの課題を整理します。 

 

第１節 津波の浸水深と想定される被害 

（１）津波の浸水深と津波被害の関係 

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（中央防災会議）が公表した「南海トラフ

の巨大地震モデル検討会（第二次報告）追加資料」（平成 24 年 8 月）から、陸域の津波の浸水

深と被害の関係を表 3.1-1 のように示します。 

陸域における浸水深が 0.3m を超えると津波からの避難行動が困難になり、浸水深が 1m 以

上になると、津波に巻き込まれた場合、ほとんどの人が命を落とします。また、浸水深が 2m

を超えると木造家屋の半数が全壊となる割合が大幅に増加し、3m 以上でほとんどの建物が全

壊します。 

これらのことから、津波の発生が予測される場合には、住民等が浸水深にかかわらず一刻も

早く浸水予測地域から離れるなど、安全を確保する行動が求められます。 

 

表 3.1-1 津波の浸水深と津波被害の関係 

（出典：「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）追加資料」（平成24年8月）をもとに作成） 

浸水深 被害等の状況 

0.3ｍ以上 避難行動がとれなく（動くことができなく）なる 

１ｍ以上 津波に巻き込まれた場合、ほとんどの人が命を落とす 

２ｍ以上 木造家屋の半数が全壊する（注：３m以上でほとんどが全壊する） 

５ｍ以上 2 階建ての建物（或いは 2 階部分までが）が水没する 

10ｍ以上 3 階建ての建物（或いは３階部分までが）が完全に水没する 
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（２）L1と L2津波 

平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による甚大な津波被害を受

け、内閣府中央防災会議専門調査会では、「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策

に関する専門調査会報告」（平成 23年 9月）において、新たな津波対策の考え方を示しました。 

その中では、発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（いわゆる

「L1 津波」）と、発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（い

わゆる「L2 津波」）という 2 つのレベルの津波を想定し、津波対策を構築していく必要がある

と提言しています。表 3.1-2 に示すように、L1 津波では、人命保護に加えて住民財産の保護、

地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を基本

として対策を進めることと、L2津波では、住民等の生命を守ることを最優先とし、住民の避難

を軸に、とりうる手段 を尽くした総合的な津波対策を確立することが求められています。 

本計画では、厚真町に最大クラスの津波（L2津波）をもたらすと想定されている地震を対象

とした津波対策の検討を進めていきます。 

 

表3.1-2 想定すべき津波レベルと対策に係る基本的な考え方 

（出典：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 第２回会合資料「今後の海岸堤防等

の整備について」（国土交通省水管理・国土保全局海岸室 平成 12 年）、国土交通白書（国土

交通省、平成 24年）をもとに作成） 

レベル 発生頻度 基本的考え方 対策例 

レベル 1

（L1） 

概ね数十年から百

数十年に 1回程度 

・ 人命保護 

・ 住民財産の保護 

・ 地域経済の安定化 

・ 効率的な生産拠点の確保 

・ 海岸保全施設等の整備 

（ハード対策） 

レベル 2

（L2） 

概ね数百年から千

年に 1回程度 

・ 被害の最小化を主眼とする

「減災」の考え方 

・ 津波による被害をできるだけ

軽減するとともに、それを超

える津波に対しては、避難す

ることを中心とするソフト対

策を重視 

・ 海岸保全施設等のハード対

策 

・ ハザードマップの整備 
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（３）地震・津波による被害想定 

本計画における地震・津波による被害想定は、北海道が令和 3 年 7 月に公表した津波浸水想

定（太平洋沿岸（羅臼町～福島町）に関する公表資料および、令和 4 年 7 月と同年 12 月に公

表した「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について」に基づいています。なお、

日本海溝モデルと千島海溝モデル（図 3.1-1）の想定を比較し、地震の最大震度や液状化の影

響は千島海溝モデル、津波の影響は日本海溝モデル、建物・人的被害等については千島海溝モ

デル、日本海溝モデルのいずれか被害が最大となる場合の想定を用いて検討を進めています。 

 

図3.1-1 想定する地震動 

（出典：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について（令和 4年 7月）北海道） 

 

地震予測については、図 3.1-2 で示すとおり、千島海溝モデルの地震で最大震度 6 弱が想定

されています。この地震では、液状化による被害も予測されています（図 3.1-3）。「津波浸水

想定区域図」（北海道、令和 3 年 7 月）の想定では、本町は広範囲に浸水し、深いところでは

5m~10ｍ未満に及ぶことが示されています（図 3.1-4）。 

また、北海道は令和4年7月と 12月に「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定（市

町村別）」で地震・津波災害による建物被害・人的被害、避難者数等について公表しました。

これらの予測は時期・時間帯（表3.1−3）や避難行動の違い（表3.1−4）別に示されています。

本町については、表 3.1−5 で示すように、建物被害は季節・時間帯にかかわらず、液状化によ

るものが 30 棟、津波によるものが 180 棟と予測されています。早期避難率が低い場合の人的

被害は、夏の昼に 30 人、冬の夕方と深夜では 20 人であると予測されています。さらに、冬季

の深夜においては、災害関連死に至る恐れのある低体温症要対処者が 10 人にのぼるという予

測がされています。そして、冬季の夕方で避難者数は最大 340 人（発生直後）、要配慮者数が

40 人にのぼるという予測がなされています（表 3.1−6、表 3.1−7）。 

そのほか、医療やライフラインについても様々な影響が予測されています（表 3.1−8〜表 3.1

−13） 
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図3.1-2 想定震度分布（千島海溝モデル） 

（出典：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定（令和 4年 7月）北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1-3 液状化危険度分布（千島海溝モデル） 

（出典：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定（令和 4年 7月）北海道） 

  

震度分布 

■ 震度４以下 

■ 震度５弱 

■ 震度５強 

■ 震度６弱 

■ 震度６強 

■ 震度７ 

 

急傾斜地崩壊危険度 

● 崩壊の可能性が高い 

● 崩壊の可能性がある 

● 崩壊の可能性が低い 

液状化危険度分布 

■ 可能性小 

■ 可能性中 

■ 可能性大 
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図3.1-4 津波浸水想定区域 

（出典：津波浸水想定区域図（令和 3年 7月）北海道をもとに作成） 

 

表 3.1-3 被害想定の時期・時間帯 

時期・時間帯 条件等 

夏・昼 

木造建物内の滞留人口が 1 日の中で少ない時間帯であるため、建物倒壊等

による人的被害が少なくなると想定されるほか、積雪・凍結等の心配がな

く、明るい時間帯であるため、迅速な避難が可能となる時期・時間帯 

ただし、沿岸部には多くのサーフィン等の利用者がいる時期・時間帯 

冬・夕 

火気使用が最も多い時間帯であるため、地震に伴う出火・延焼による被害

が想定されるほか、積雪・凍結により避難速度が低下するため、津波によ

る被害も多くなる時期・時間帯 

冬・深夜 

多くの人が自宅で就寝中の時間帯であるため、避難準備に時間を要すほ

か、夜間の暗闇や積雪・凍結により避難速度が低下するため、避難が遅

れ、津波による被害が多くなる時期・時間帯 
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表 3.1-4 避難行動の違い 

避難行動 
避難する 切迫避難・ 

避難しない 直ちに避難 用事後避難 

【早期避難率高＋呼びかけ】 

早期避難者比率が高く、さらに津

波情報の伝達や避難の呼びかけが

効率的に行われた場合 

70% 30% 0% 

【早期避難率低】 

早期避難者比率が低い場合 
20% 50% 30% 

避難開始時間   （昼） 夏 5分 冬 7分 夏 15 分 冬 17 分 
津波到着後 

〃      （夜） 夏 10 分 冬 12 分 夏 20 分 冬 22 分 

※ 用事後避難とは、揺れが収まってもすぐに避難せず、何らかの行動を終えて避難すること、切迫避難とは、揺

れが収まってもすぐに避難せず、何らかの行動をしているうちに津波が迫ってきて避難することを指します。 

※ 早期避難率が高いとは、直ちに避難する人の割合が高いこと、早期避難率が低いとは用事後避難や切迫避難、

避難しない人の割合が高いことを指します。 
 

表 3.1-5 厚真町の被害想定（建物被害・人的被害） 

被害項目 夏・昼 冬・夕 冬・深夜 

建
物
被
害 

揺れ － － － 

液状化 30 棟 30 棟 30 棟 

津波 180棟 180棟 180棟 

急傾斜地崩壊 － － － 

地震火災 － － － 

合計 210棟 210棟 210棟 

人
的
被
害 

死者数 

建物倒壊 － － － 

津波（早期避難率高＋呼びかけ） 20 人 10 人 10 人 

津波（早期避難率低） 30 人 20 人 20 人 

急傾斜地崩壊 － － － 

地震火災 － － － 

負傷者数 
避難意識高＋呼びかけ － － － 

避難意識低 － － － 

要救助者数 － － － 
 

表 3.1-6 厚真町における避難者数（想定） 

被害項目 
避難者数（冬・夕） 

直後 1 日後 2 日後 

避難者総数 340人 240人 240人 

(うち)避難所避難者数 220人 160人 160人 

津波による避難者 40 人 

※ 避難所避難者とは、全ての避難者のうち、在宅避難や親族・知人宅等への避難者、疎開避難者などを除き、指

定避難所に避難する人を指します。 
 

表 3.1-7 厚真町における要配慮者数（想定） 

要配慮者 要配慮者数（冬・夕） 要配慮者 要配慮者数（冬・夕） 

65 歳以上の高齢単身者 10 人 要介護認定者 10 人 

5 歳未満乳幼児 10 人 難病患者 － 

身体障がい者 10 人 妊産婦 － 

知的障がい者 － 外国人 － 

精神障がい者 － 合計 40 人 
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表 3.1-8 東胆振二次医療圏における医療機能（想定） 

二次 

医療圏 

医療機能（医師対応力不足数） 

道内で融通した場合 二次医療圏で融通した場合 
合計 

入院対応 外来対応 入院対応 外来対応 

東胆振 
2,700 人 

（道内全体） 
－ 5,300 人 700人 6,000 人 

※ 二次医療圏とは、北海道が関係機関等の意見を踏まえ、救急医療を含む一般的な入院治療が完結するように設

定した区域で、厚真町が含まれる東胆振二次医療圏には、厚真町のほか、苫小牧市、白老町、安平町、むかわ

町が含まれます。 

 

表 3.1-9 厚真町における被害道路・橋梁被害(箇所) （想定） 

区分 
被害箇所数 

津波浸水域内 津波浸水域外 合計 

道路被害 20 人 10 人 30 人 

※ 橋梁被害はなし。 

 

表 3.1-10 厚真町における上水道・下水道利用困難人数（人）（想定） 

区分 
上水道断水人口 下水道支障人口 

直後 1 日後 2 日後 直後 

支障人数 760人 440人 420人 20人 

 

表 3.1-11 厚真町における上水道復旧予測日数（日）（想定） 

区分 

冬以外 冬 

被災市町村の 

作業人員の 

１/４で復旧 

被災市町村の１/４ 

に加え、４日目から 

被災なし 

市町村の作業人員 

が復旧支援 

被災市町村の 

作業人員の 

１/４で復旧 

被災市町村の１/４ 

に加え、４日目から 

被災なし 

市町村の作業人員 

が復旧支援 

胆振総合 

振興局 
１日程度 1日程度 3日程度 3日程度 

 

表 3.1-12 厚真町における下水道復旧予測日数（日）（想定） 

区分 復旧日数（作業員 1/4） 復旧日数（作業員 1/2） 

厚真町 1週間程度 3日程度 

 

表 3.1-13 厚真町における停電軒数（軒）（想定） 

区分 
停電軒数 

直後 1 日後 2 日後 3 日後 1 週間後 

厚真町 60軒 60軒 60軒 60軒 60軒 
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（４）遠地津波 

令和 7 年 7 月 30 日 8 時 25 分頃にマグニチュード 8.8 のカムチャツカ半島付近の地震が発生

しました。日本における震度は北海道釧路市などの震度 2 が最大でしたが、地震に伴う津波が

発生し、北海道太平洋沿岸西部などに津波警報が 9 時 40 分に発表されました。苫小牧東港に

7 月 30 日 10 時 28 分に津波の第 1 波が到達（最大波 0.5ｍは 19 時 4 分に到達）したほか、日

本沿岸には 7 月 30 日 13 時 52 分に岩手県の久慈港へ 1.4ｍの最大波が到達しました。当日 20

時 45 分には津波注意報に切り替わったものの、津波注意報は 7 月 31 日 16時 30 分まで継続し

ました。 

本町は津波警報の発表後、厚和、清住、浜厚真、共和、鹿沼の高規格道路以南の範囲を対象

に避難指示を発令し、上厚真小学校、厚南会館に避難所を開設するなどしました。町内の避難

者は最大約 240 人にのぼり、町民だけではなく本町に来訪していた町外や道外居住者もみられ

ました。避難者の多くは自動車を使用して避難を行いました。当日の本町の最高気温は 28.8℃

まで上昇しました。避難指示は津波注意報に変更された 7 月 30 日 20 時 50 分に解除しました

が、一部の避難者は自主避難者として、7月 31日午前まで避難所に留まらざるを得ませんでし

た。 

国外で発生した遠地地震は強い揺れを伴わない場合が多く、遠地地震による津波（遠地津波）

は、地震発生から津波到達までの時間に猶予があり、避難に対して油断をしがちと考えられま

す。 

 

表 3.1-14 カムチャツカ半島付近の地震による津波警報等の発表状況 

（出典：2025年 07月 31日 16時 35分発表 津波観測に関する情報 77報（気象庁） 

をもとに作成） 

日時 津波警報等の発表状況 

7/30 

（水） 

8:25頃 カムチャツカ半島付近の地震発生 

8：37 津波注意報発表（北海道太平洋沿岸西部など） 

9:40 津波警報発表（北海道太平洋沿岸西部など） 

10:28 第 1波到達（えりも町庶野） 

11:10 第 1波到達（苫小牧東港） 

19:04 最大波到達 0.5ｍ（苫小牧東港） 

20:45 津波注意報発表（北海道太平洋沿岸西部など） 

7/31 

（木） 
16:30 津波注意報解除。若干の海面変動に変更（北海道太平洋沿岸西部など） 
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（５）北海道・三陸沖後発地震注意情報 

令和 7 年 12 月 8 日 23 時 15 分頃にマグニチュード 7.5 の青森県東方沖の地震が発生しまし

た。青森県八戸市で最大震度 6 強を観測し、本町においても震度 5 弱を観測しました。地震に

伴う津波が発生し、北海道太平洋沖沿岸部中部などには津波警報が 23 時 23 分に発表されまし

た。岩手県の久慈港には 0.7ｍの最大波が到達しました。12 月 9 日 2 時 45 分に津波注意報に

切り替えられ、6時 20分には津波注意報がすべて解除されました。本町の区域には津波注意報

が発表されました。 

本町は、23 時 25 分に災害対策本部を設置、厚真町は北海道太平洋沿岸西部にあたり、発表

されたのは津波注意報のため浸水の可能性は低かったものの、厚南会館・上厚真小学校・鹿沼

マナビィハウス・豊丘マナビィハウスに自主避難所を開設しました。避難者は最大で約 290 人、

車両も 120 台以上にのぼり、避難された方は町民のほかにも、むかわ町など町外から避難され

た方も見受けられました。各避難所は避難者の退去に伴い逐次閉鎖し、12 月 9 日 5 時 20 分に

はすべての自主避難所を閉鎖しました。 

本地震は日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域内であり、マグニチュード 7.0 以

上の地震であったことから、続けて大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高

まったと判断され、12 月 9 日に「北海道・三陸沖後発地震注意情報（以下、「後発地震注意情

報」という。）」が、令和 4 年 12 月の運用開始後初めて発表されました。注意の呼びかけは 16

日 0 時に終了しました。 
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第２節 地区別の課題 

本町の津波災害のリスクが高い地域では、令和 5 年度に開催した住民懇談会等で出された意見

をふまえて以下のような課題が整理されました。 

（１）浜厚真地区 

表 3.2-1 浜厚真地区住民の意見に基づく津波防災上の課題 

テーマ 地区の津波防災上の課題 

防災教育・普及啓発 ・避難所・避難経路がわかる看板を充実させる必要がある 

・日高自動車道内の指定緊急避難場所やその利用方法を普及する必要がある 

・町外から訪れたサーファーやサッカー場利用者などに津波の危険や浸水予

測、避難経路や避難場所等に関する情報などをあらかじめ伝える必要がある 

・特にサーフィン等海岸利用者については、避難時間を十分確保するための普

及啓発が求められる 

・地域内で自動車避難と徒歩避難の対象者や避難のルールを定め、共有してお

く必要がある 

要配慮者 ・自動車を運転できない住民等の避難手段を確保する必要がある 

地震対策 ・家屋や車庫などの耐震化が必要である 

情報伝達 ・スピーカーなどの情報伝達手段を充実させる必要がある 

・海中・海上にいる人に確実に情報を伝達する手段が必要である 

避難経路 ・暗い夜道では避難が困難であり、照明が必要である 

・冬季の避難は夏季よりも時間を要する 

・地震の揺れや液状化により、道路に段差や噴砂などが発生し、車両の通行に

支障が出る可能性がある 

・津波の遡上を考慮すると、現在の避難路である厚真川左岸の道路（（町道）

富野浜厚真線）以外の避難経路も必要である 

・避難時に踏切が降りていた場合、線路を横断できない恐れがある 

・海岸やサッカー場などの利用者が多い時期には、自動車避難による交通渋滞

が発生する可能性がある 

避難場所・避難所 ・サーフィン等海岸利用者やサッカー場利用者が安全に避難できる環境を整え

る必要がある 

・海岸の自然環境の保護と両立した避難施設が求められる 

地域特有の課題 

（危険物等の流出） 

・木材や船舶、車両など津波火災につながりかねないものが沿岸部にある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 浜厚真地区の課題に関わる施設・設備 

日高自動車道の指定緊急避難場所 

JR 日高本線の踏切 

浜厚真野原公園 
サッカー場 

浜厚真海浜公園 
（サーフィン等利用多） 

22KP避難場所入り口 
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（２）鹿沼地区 

表 3.2-2 鹿沼地区住民の意見に基づく津波防災上の課題 

テーマ 地区の津波防災上の課題 

防災教育・普及啓発 ・日高自動車道に指定緊急避難場所があることやその利用方法を普及する必要

がある 

要配慮者 ・避難に際し支援が必要な方（避難行動要支援者）を把握し、いざというとき

に避難支援を行うことができるような体制づくりが必要である 

情報伝達 ・多様な情報伝達手段を確保することが求められる 

避難経路 ・暗い夜道では避難が困難であり、照明が必要である 

・冬季の避難は夏季よりも時間を要する 

・地震の揺れや液状化により、道路に段差や噴砂などが発生し、車両の通行に

支障が出る可能性がある 

・避難時に踏切が降りていた場合、線路を横断できない恐れがある 

地震対策 ・家屋や車庫などの耐震化が必要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2 鹿沼地区の課題に関わる施設・設備 

 

  

JR 日高本線の踏切 

日高自動車道の指定緊急避難場所 

24KP避難場所入り口 
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（３）共栄・厚和・上厚真・富野・共和・共和団地地区 

表 3.2-3 共栄・厚和・上厚真・富野・共和・共和団地住民の意見に基づく津波防災上の課題 

テーマ 地区の津波防災上の課題 

防災教育・普及啓発 ・避難所・避難経路がわかる看板を充実させる必要がある 

・地域内で自動車避難と徒歩避難の対象者や避難のルールを定め、共有してお

く必要がある 

要配慮者 ・地域内の外国人居住者に対する支援が必要である 

・子ども園の園児の安全確保、保護者との引渡し訓練等が必要である 

地震対策 ・家屋や車庫などの耐震化が必要である 

情報伝達 ・スピーカーなどの情報伝達手段を充実させる必要がある 

・海中・海上にいる人に確実に情報を伝達する手段が必要である 

避難経路 ・停電時でも点灯するような照明が必要である 

・冬季の避難は夏季よりも時間を要する 

・地震の揺れや液状化により、道路に段差や噴砂などが発生し、車両の通行に

支障が出る可能性がある 

・避難時に踏切が降りて、線路を横断できない可能性がある 

避難場所・避難所 ・避難場所・避難所で過ごすための備蓄や太陽光発電設備等が必要である 

・自動車避難者が多数にのぼると予想されるため、駐車スペースの確保も必要

である 

地域特有の課題 

 

・厚真川上流に堆積している頭首工の土砂を除去する必要がある 

・フェリーターミナルが津波の漂流物等による損壊等が発生するおそれがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-3 共栄・厚和・上厚真・富野・共和・共和団地地区の課題に関わる施設・設備 

 

  

JR 日高本線の踏切 

厚南会館 上厚真小学校 
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第３節 津波防災地域づくりの課題 

地理的特性や地震・津波被害想定等と前節の地区別の課題から、本町における津波防災地域づ

くりの課題について、以下の 6 点に整理しました。 

 

（１）避難困難地域の解消 

本町における避難困難地域は、避難を開始できる時間や、歩行困難者・身体障がい者・乳幼

児・重病人等の移動可能速度を考慮した上で、最短の津波の第１波到達時間までに自動車ある

いは徒歩により浸水域外への避難が困難なエリアであると定義します。 

本町沿岸部は、津波の第１波到達時間が最短 44 分であると予測されています。自動車・徒

歩避難を考慮した場合、避難ビル・タワーなどの避難に適する施設がない JR 日高本線以南が

避難困難地域に該当します。さらに、JR 日高本線以北から日高自動車道の間で、指定緊急避

難場所や浸水域外に通じる避難目標地点に徒歩で到達できない地域も避難困難地域に該当しま

す。これらの避難困難地域の解消のためには、避難施設の整備等が必要です。 

なお、津波発生時の避難は原則徒歩避難ですが、本町の避難困難地域は要配慮者が多く、避

難施設までの距離が長いことから、やむを得ず自動車避難をせざるを得ない地域です。 

本町津波避難計画に示されたとおり、住民等が避難方法を

自ら判断し、車両による避難、徒歩による避難又は併用によ

る避難方法により避難する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富野 

上厚真 

共栄 

浜厚真 

厚和 

厚和 

浜厚真 

鹿沼 

鹿沼 

清住 

指定避難所 
（厚南会館） 

指定緊急避難場所 

（厚南会館駐車場） 

指定避難所 
（上厚真小学校） 

指定緊急避難場所 
（上厚真小学校グラウンド） 指定避難所 

（鹿沼マナビィハウス） 

指定緊急避難場所 
（高規格道路 22KP） 指定緊急避難場所 

（高規格道路 24KP） 

フェリー 
ターミナル 

浜厚真漁港 浜厚真 
海浜公園 

浜厚真野原公園 
サッカー場 

町道海岸 2号線 
南端 

 

R235・町道 
浜 2号線交点 R235・町道 

浜 3号線交点 R235・町道 
厚南開拓線交点 

町道浜 3 号線と高規
格道路の交差部（高
架下通行可能箇所） 

凡例 

●避難困難地域 

    ：徒歩避難考慮 

  ：自動車・徒歩避難考慮 

●避難施設 

 ：指定緊急避難場所 

  ：指定避難所 

  ：避難可能範囲 

※避難可能範囲･･･

指定緊急避難場

所（ ）および

浸水域外への通

行 可 能 箇 所

(●)）を起点に

設定。 

図3.3-1 津波避難困難地域 

（出典：厚真町津波避難計画（令和 6年 3月）をもとに作成） 
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※ 避難可能範囲 600m は以下の方法で算出。 

徒歩速度(0.5m/秒)×(津波到達予想時間(44分)‐避難開始時間(14分))×60÷1.5＝避難可能範囲 600m 

条件１：津波到達予想時間は、北海道津波浸水想定に基づく厚真町の海岸線における最短の

第１波到達時間である 44 分。 

条件２：東日本大震災時の避難実態調査結果から半数の人が避難を開始した時間である 14

分後を、本町における地震発生から避難を開始する時間に設定。 

条件３：歩行速度は、安全側を見て歩行困難者、身体障がい者、乳幼児、重病人等の歩行速

度を目安に、0.5m／秒（時速 1.8km）（積雪寒冷期）と設定。 

条件４：実際の避難経路を考慮し、計算上の避難可能範囲に換算するために 1.5 で除法。 

 

 

 

 

 

※本町の車両による避難をする場合の判断要素（出典：厚真町津波避難計画（令和 6 年 3 月）第

2 章第 9 節） 

1 道路の損壊、障害物による遮断、路面の液状化及び混雑等がなく、通行可能と判断され

る場合 

2 鉄道踏切の遮断機が下りず通行可能な場合 

3 避難行動要支援者など自力で避難することができない者を避難させる場合 

4 要配慮者等が徒歩で避難することにより避難に多くの時間を要する場合 

 

（２）地震・津波対策 

本町における地震の想定では、最大震度 6 弱の揺れと液状化の発生が予測されていることか

ら、津波避難に関わる建物の安全性について以下の点が課題となります。 

・揺れにより家屋倒壊が発生した場合、人的被害が生じる恐れがあるほか、避難が困難にな

る事態が予想されるため、旧耐震基準の建物の耐震補強や建替えの促進、家具の転倒防止

対策が必要となります。 

・家具の転倒による人的被害の発生や避難の遅れが想定されるため、居室等、人が集まる空

間に大型家具を置かない、家具を固定するといった取り組みが必要です。 

・津波の浸水深が 2.0m 以上の区域では、木造家屋や老朽化した建物等が津波により流出す

る危険性が高いため、地震・津波の被害を受けにくい建物への建替えなどの対策に取り組

んでいくことが必要です。 

また、令和 7 年 7 月 30 日に発生したカムチャツカ半島付近の地震、令和 7 年 12 月 8 日に発

生した青森県東方沖の地震による津波避難において、町の対応には表 3.3-1 の課題がみられま

した。これらの課題に対応した対策が必要です。 

 

  

：実際の避難経路 

：計算上の避難可能範囲 

※ 実際の避難経路の距離：計算上の避難可能範囲≒1.5：1 の

ため、計算上の避難可能範囲は、徒歩速度×（津波到達予想

時間－避難開始時間）で算出した距離よりも短くなります。 
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表 3.3-1 カムチャツカ半島付近の地震及び青森県東方沖の地震 

による厚真町の津波避難対応の主な課題 

項目 主な課題 

情報収集 ・厚真川右岸地区の事業者などとの情報共有 

・ドローンによる情報収集（消防） など 

避難指示等の

対応 

・津波到達時間に差が生じた場合の判断基準 

・津波警報が発表される予想津波の最大高さ（1ｍより大きく 3ｍ以下）の場合の

避難指示の範囲 

・JR線以北、以南の戸別での避難計画の検討  など 

避難所運営 ・初期の立ち上げの際の人員体制 

・津波避難先の周知（避難所避難、内陸部避難の推奨など） 

・町民以外の避難者（むかわ町民、事業者など）を考慮した避難対応 

・自主避難者への対応（自主避難所の開設や公共施設等の一時収容が可能な体制

の構築） 

・高規格道路避難ポイントの周知継続 

・暑熱対応、食料備蓄品目、数量 など 

 

（３）防災意識のさらなる醸成 

住民や町外からの来訪者等にかかわらず、地震・津波に関する基本的な知識や町内の避難経

路・避難場所についての普及啓発が求められます。加えて、沿岸部の住民や事業所では、日常的

に避難訓練等を行い、避難場所等に到達するまでに要する時間や、避難経路上の危険箇所の有無、

夜間や冬の期間の避難の課題に加えて、避難場所の使用方法について確認することが必要です。 

津波浸水想定区域の中には、高齢者の割合が高い地域や子ども園などの施設、外国人が居住す

る地域もあります。そのため、地域で避難等の支援を必要とする人を助ける共助の考え方を普及

していくことが重要です。 

 

（４）来訪者の安全確保 

町内には、浜厚真海浜公園やフェリーターミナル、浜厚真野原公園等、多くの来訪者が訪れ

る施設があります。本町の災害リスクや避難経路・避難場所等を知らない人のための普及啓発

が求められます。町役場や浜厚真海浜公園などには津波ハザードマップの看板を設置している

ほか、道路沿いに津波浸水深の予測を示す看板を設置しています。しかし、ハザードの理解を

深めることに加えて、避難経路と避難場所等を示すための情報提供が必要です。 

また、特に海中・海上では地震の揺れを感じず、津波の危険を知らせる防災行政無線なども聞

こえない可能性があります。サーファーをはじめとする来訪者が津波の危険性をいち早く認識し、

早期に避難を開始できるような情報伝達の仕組みが必要です。 

一方、時間帯によっては 1,000 人を超える来訪者の避難が必要となる可能性がある状況もあり、

こうした方々が、津波浸水想定区域から避難した後に留まることができる施設を検討することが

必要となります。 
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（５）季節に応じた避難対策 

厚真町は積雪寒冷地であることから、冬の期間には、避難経路の積雪状況や、避難場所等の

停電発生を考慮した対策が求められます。そのため、季節を問わず迅速かつ安全な避難を実施

するための環境整備や避難体制の確保に取り組む必要があります。 

東日本大震災では、倒壊家屋や樹木などの漂流物が石油タンクやプロパンガスボンベなどに

接触したり、自動車や船舶から漏れ出した各種燃料（重油、ガソリン、ガスなど）に接触して

着火したりすることで津波火災が発生しました。 

厚真町の沿岸部においても、プロパンガスの利用世帯や車を保有する世帯、船舶、木材を扱

う事業所があり、津波火災が発生する可能性があります。津波火災の発生を念頭に置いた避難

場所や避難手段の検討が必要です。 

令和 7 年に発生したカムチャツカ半島付近の地震当日の本町の気温は 28.8℃であり、避難所

に冷房機器がなかったことから、熱中症対策の一環として、避難所に扇風機を移動させるなど

の対策を行いました。北海道の平均気温も上昇傾向にあることから、指定避難所などへの暑熱

対策が必要です。また、住民に対しても避難時の持ち物として、水分や塩分の確保、冷感タオ

ルやうちわなどの暑熱対策に関する防災用品の備蓄や持参について啓発する必要があります。 

 

（６）復旧・復興に向けた事前の備え 

本町の沿岸部居住者の中で内陸部への移転を希望する住民がいる場合は、移転支援策が求め

られます。 

本町では津波被害を受けた場合でも、住民の住まいと暮らしをいち早く再建するため、長期

的に事前復興計画などの準備を進めておく必要があります。 

また、津波による甚大な被害が想定される地域では、建物等の流出により土地の境界がわか

らなくなり、復興の着手が遅れることが懸念されます。災害からの復旧を早めるため、あらか

じめ地籍調査等を行うなどの対策を検討する必要があります。 

さらに、津波浸水想定区域内の事業者においては、あらかじめ事業継続計画（BCP）を策定

し、内容の検証を継続することで、事業の早期復旧が可能となり、ひいては地域の早期復旧・

復興につながることとなります。 
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第４章 津波防災地域づくりを推進するための基本的な方針 

本章では、第 2 章で把握した町内の現況と、第 3 章で整理した津波防災地域づくり上の課題、

さらに関連計画の方針を踏まえ、津波防災地域づくりの将来像を設定します。 

 

第１節 津波防災地域づくりの基本的な方針 

第 5 次厚真町総合計画において、「田園の風が誘う 挑戦と誇りを育むまち あつま」を 10 年

後の将来像に掲げています。豊かな環境を次の世代へと引き継ぎながら、子どもから大人まで、

一人ひとりが自分らしい歩みの中で、時には一歩を踏み出す「挑戦」を重ねていけるまちをめざ

すこととしています。将来像を実現する 18 施策のひとつに「防災・危機管理能力の強化」を設

定し、施策が実現する未来（長期成果）として、取組を進めることにより、「一人ひとりが安心

できる「災害に強いまち・ひとづくり」の実現」をめざすこととしています。 

厚真町都市計画マスタープランにおいては、「田園と調和する快適な都市の実現をめざすまち

づくり」をまちづくりのテーマとし、人口の定着化や活力と潤いのある生活文化の創出、都市と

の交流といった目標を掲げています。 

その一方で、現在の被害想定では町ににぎわいを生むサーフィンやサッカー関係者が利用する

場所や施設が津波による被害を受け、来訪者が巻き込まれることが予測されています。そのため、

上述の関連計画にて示された厚真町のめざす将来像を実現、継続していくためには、沿岸部の住

民や事業所に加えて、来訪者も含めた人々の命を守る取り組みを進めることが必要です。そこで、

本計画の基本的な方針を以下のように設定しました。 

 

 

地震・津波による犠牲者ゼロをめざし、 

住民・事業者・来訪者など、あらゆる人が安全に避難できる地域づくり 

 

 

第２節 基本方針別の取組方針 

津波防災地域づくり推進の基本的な方針に基づき、第 3 章で整理した地区の課題および地区懇談

会において参加者の皆さんから出された意見を踏まえて、基本方針（目標）及び取組方針を設定し

ました。本計画第 2 版までは整備の優先度を踏まえて地区を区分したうえで取組方針を整理しまし

た。津波防災地域づくりの取組の進捗により、地区にこだわらず推進計画区域全体で取組むことが

適切と考えられることから、新たに基本方針（目標）別に再構成しました。 
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表 4.2-1 基本方針（目標）別の取組方針 

 基本方針（目標） 取組方針 

Ⅰ 円滑な避難の確保 

1 避難場所、避難所の確保 

2 避難路、避難経路の確保 

3 災害時の情報伝達の充実 

4 要配慮者等避難に支援が必要な住民への対応 

5 後発地震注意情報の防災対応力向上 

Ⅱ 地震・津波からの防護 
1 津波防護ラインの確保 

2 インフラ・公共施設の耐震化等 

Ⅲ 津波への備え 

1 防災意識の醸成と備蓄対策 

2 自主防災組織等地域防災の担い手の育成 

3 学校等と地域の連携 

4 地域防災拠点等の整備 

Ⅳ 災害に強いまちづくり 

1 災害リスクに対応した市街地整備・土地利用の改善 

2 防災まちづくりによる地域の魅力向上 

3 復興まちづくりの事前準備 

 

第３節 季節に応じた課題への取組方針 

把握した季節に応じた課題に対して取組方針を設定しました。 

 

表 4.3-1 季節に応じた課題への取組方針 

取組方針 主な対策 

取組方針① 

屋内避難場所の拡充 

・冬の期間に発災した場合には、屋外に留まることで低体温症に至る危険

性があるため、屋内の避難施設が不足しているエリアの確認と避難先の

見直しを進めます。 

・屋内避難施設の状況確認の際には、住民に加えて来訪者の避難について

も考慮します。 

取組方針② 

避難環境の充実 

・避難施設における冷・暖房設備の状況を確認の上で、避難環境の充実を

検討します。 

・停電時にも利用可能な冷・暖房設備であること、暖房器具や燃料等を備

蓄している場合、津波浸水の影響を受けない場所に収納されていること

を確認します。 

取組方針③ 

平時の除雪体制の確保 

・冬の期間においても避難を円滑に行うことができるよう、主要な避難路

を確認の上、平時からの除雪体制の確保を検討します。 

・また、現状の除雪体制を整理した上で、優先的に除雪が必要な路線につ

いて、道路管理者と協議を進めます。 

取組方針④ 

迅速かつ適切な避難行

動の促進 

・冬の期間においても迅速な避難ができるよう、家庭や事業所における訓

練などの取り組みを進めます。 

・また、冬季特有の課題についてさらに整理を進め、より遠くへの避難が

可能となる取り組みを進めていきます。 

・夏の期間の避難を想定し、避難時の持ち物として水分や塩分の確保、う

ちわなど電源がなくても対応可能な暑熱対策に関する防災用品の備蓄や

持参について、住民に対して啓発を進めます。 
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第５章 土地利用と警戒避難体制の基本的な考え方 

本章では、土地利用と警戒避難体制についての基本的な考え方を示します。 

 

第１節 土地利用 

（１）JR日高本線以南の地域（入鹿別川から厚真川の間） 【津波浸水想定区域内】 

市街化を抑制し、災害リスクへの対応が定められた居住誘導区域、都市機能誘導区域への

立地誘導を進めることで、徐々に津波に強いまちづくりを進めます。また、都市住民を迎え

入れる「交流拠点」の一部に位置付けられる施設も含まれることから、津波避難路や津波避

難施設の整備推進を進め、町民以外の来訪者も含めた人命を何としても守るための施策を進

めます。  

 

（２）JR日高本線以北の地域（入鹿別川から厚真川の間） 【津波浸水想定区域内】 

津波浸水想定区域については、敷地のかさ上げ、基礎構造への一定の基準を方針として示

すとともに、津波避難路や津波避難施設の整備推進を進めます。また、長期的な視点による

緩やかな移転誘導の方策を検討します。 

 

（３）厚真川右岸区域 【津波浸水想定区域内】 

事業所やフェリーターミナルが存在していることから、敷地のかさ上げや基礎構造への一定

の基準を方針として示すほか、フェリー利用者やフェリー会社の従業員、事業所職員の避難の

ための津波避難路や津波避難施設の整備を推進します。 

 

（４）上記以外の地域 【津波浸水想定区域外】 

津波浸水想定区域からの避難者の円滑な避難（移動と収容）を実現するために、徒歩および

自動車避難を考慮した避難路や、自宅が被災した方が一定期間生活できる津波避難施設の整備

を推進します。 

あわせて、津波浸水想定区域内の住民が津波浸水想定区域外への移住を検討する際に支援で

きるよう、その受け皿となる居住施設の整備を検討します。 

 

第２節 警戒避難体制の整備 

津波発生時の避難対策は、厚真町地域防災計画に示されている津波避難に係る考え方と整合を

図り、本計画の方針に沿って作成・更新する津波避難計画・津波ハザードマップにより、推進す

るものとします。 

津波避難対象地域は、津波が発生した場合に迅速な避難が必要となる地域で、安全性の確保、

円滑な避難等を考慮し、自治会等の単位を基本に津波浸水想定区域よりも広い範囲で指定するも

のとしています。 

避難場所は、津波の危険地域から避難するために避難対象地域の外に定めるものであり、避難

対象地域の範囲を勘案し指定します。避難目標地点は、津波の危険から避難するために避難対象

地域の外に定めるものとしており、設定にあたっては、自主防災組織や住民と協議し、逃げ遅れ

る避難者などを考慮した検討を加えるものとしています。 

また、道から津波災害警戒区域指定を受けているため、「津波防災地域づくりに関する法律

（平成 23 年法律第 123 号）」に基づき、次に掲げる事項について定めます。 
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表 5.2-1 津波災害警戒区域指定を受けて定めるべき事項 

定めるべき事項 検討内容 

①人的被害を生ずるおそれがある津波に関する

情報の収集および伝達ならびに予報または警

報の発令および伝達に関する事項 

・町民にとって収集しやすい情報伝達手段、情

報伝達内容 

 

②避難施設その他の避難場所および避難路その

他の避難経路に関する事項 

・津波避難施設の追加検討 

・避難路・避難経路の見直し 

③津波避難訓練の実施に関する事項 ・津波避難訓練の実施体制 

④警戒区域内にあって、利用者の津波発生時に

おける円滑かつ迅速な避難を確保する必要が

あると認められる、主として防災上の配慮を

要する者が利用する社会福祉施設、学校、医

療施設の名称および所在地等 

・同区域内の要配慮者利用施設の抽出・整理 

・施設所有者・管理者による避難確保計画作成

の推進 

⑤①～④以外の津波による人的災害を防止する

ために必要な警戒避難体制に関する事項 

・自動車避難の条件作り 

・具体的な来訪者の避難対策 

・具体的な要配慮者対策 

 

（１）情報伝達手段、情報伝達内容の検討 

津波警報等の発表時における情報伝達手段・情報伝達内容については、避難情報に関するガ

イドライン（内閣府）に即して安全確保を進め避難の呼びかけを行います。その際、防災行政

無線の音声が聞き取れない地域や幅広い年齢層に情報が行き届くように、SNS やサイレンなど

多様な手段の活用を検討していきます。 

特に、海中や海上にいる人に対しては、地震を体感できず情報を得にくい状況が予想されま

す。そのため、迅速な避難行動を促すための情報を伝達する必要があります。 

また、住民や地区内事業者、フェリー利用者やサッカー場利用者への周知・啓発のほか、サ

ーフィン関係者が行う津波避難の実行性を高める各種取り組みに対しても、協力・支援を行え

る体制構築に努めていきます。 

さらに、災害発生時における救助要請は消防、警察への電話連絡を基本とするほか、スマー

トフォン等を活用して、町民自らが救助要請に係る情報発信を行うことのできる仕組みを検討

します。 

 

（２）津波避難施設・避難路・避難経路の検討・見直し 

町内には、徒歩避難・自動車避難を問わず津波浸水想定区域外や緊急避難場所への避難が困

難な地域がある一方で、自動車避難によって安全が確保できると可能性の高い地域もあります。

上記の事情を踏まえて、避難対象地域の人口（夜間人口・昼間人口・来訪者人口）から想定さ

れる交通量や避難路・避難経路の交通容量を踏まえながら、車避難の実行性を引き続き検証し

ていきます。 

加えて、津波避難対策緊急事業計画に記載されている整備予定の施設のほか、依然として残

る避難困難地域の解消のための津波避難施設および避難路・避難経路の整備の必要性について

検討を継続します。検討にあたっては、自動車避難でも徒歩避難でも避難が困難となる地域を

中心に実施し、地域住民や来訪者に関係する団体等と協力しながら、平時の利用も含めて検討

を進めていきます。 
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上記で定めた避難場所および避難路等の事項については、各種関連計画等への反映に加えて

防災マップをはじめとする印刷物の配布その他の必要な措置を講じて、周知に努めていきます。 

 

（３）津波避難訓練の実施 

これまでに実施した地区懇談会から、災害に関する基本的な知識や高規格道路内の指定緊急

避難場所の利用方法などの防災対策について継続的な周知が必要であることが明らかになりま

した。加えて、来訪者に対しても町内で予想される災害や避難経路、避難場所等について伝え

る必要があります。 

そこで、地域住民とともに避難路・避難経路の確認のほか、指定緊急避難場所への進入方法

の確認も含む津波避難訓練の実施を行います。また、フェリー、サッカー、サーフィンなどの

関係団体等と連携した津波避難訓練の実施を検討していきます。 

また、自動車を用いた津波避難訓練の実施を検討し、実施する場合は要配慮者をはじめとす

る避難に係る課題を把握し、今後の検証に活かしていきます。 

 

（４）津波災害警戒区域外の要配慮者利用施設 

津波災害警戒区域に近接する施設の中には、要配慮者が利用する宮の森こども園、厚南子育

て支援センター、厚南児童会館および上厚真放課後児童クラブがあります。これらの施設でも

津波警報等の発表時に、施設利用者をより安全を確保できる浸水域外へ避難誘導することが求

められます。 

 

（５）具体的な来訪者・要配慮者の避難対策 

要配慮者の避難対策については、本町の地域防災計画でも記載しているとおり、津波災害警

戒区域内の要配慮者の把握に努め、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために支援が必要となる方について、避難行動要支援者名簿の作成を行い、要介護状態や

家族の状況などの把握を行うとともに、避難支援者等の関係者により、安全な避難を実現する

ための個別避難計画の策定を進めていきます。 

また、津波からの避難後、避難生活に支援が必要で、一般の避難スペースでの生活が困難な

要配慮者が特別な配慮や治療、措置を受けることができるよう、要配慮者の状態に応じたサー

ビスを受けることのできる福祉避難所の指定・整備を進めていきます。 

また、津波災害警戒区域内には外国人居住者もいることから、多言語による津波避難等に関

する広報を行うなど、外国人への配慮も行います。 

さらに、観光客やサーフィン利用者、釣客等、特に町外からの地理不案内な来訪者への避難

対策も必要です。こうした来訪者が訪れる沿岸部については、新たな津波避難施設の建設の検

討を進めます。併せて、平時からのハザードマップや避難誘導看板での周知を行い、災害時は、

野外拡声器による防災行政無線放送や消防の避難広報等により、速やかな避難を促します。そ

のためにも、平時から関係する団体と避難訓練等を通じた周知・啓発を行うよう連携を図って

いきます。 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務 

本章では、本町における津波防災地域づくりの推進のために今後行う事業・事務を整理し、一

覧として示します。 

 

第１節 事業・事務の整理 

第 4 章第 2 節に示した基本方針（目標）別の取組施策を示します。 

本計画第 1 版の策定以降、町が取り組んできた施策を踏まえて整理しました。また、令和 7 年

度に発生したカムチャツカ半島付近の地震によるいわゆる遠地津波と、青森県東方沖の地震及び

その後の後発地震注意情報の発表により明らかになった新たな課題への施策も追加しました。特

に、隣接市町からの広域避難、津波注意報発表時の自主避難者への対応、後発地震注意情報の発

表を踏まえた施策を示しました。 

 

表 6.1-1 基本方針（目標）別の取組施策 

 
基本方針 

（目標） 
取組方針 取組施策 

Ⅰ 
円滑な避難の

確保 

1 避難場所、避難所

の確保 

1）津波避難施設の整備 

2）指定緊急避難場所の整備 

3）避難所の環境改善 

  
2 避難路、避難経路

の確保 

1）避難路の整備 

2）避難路の機能維持と環境整備 

3）避難路の安全な通行確保に向けた対策 

  
3 災害時の情報伝達

の充実 

1）避難誘導サインの充実 

2）情報伝達手段の整備 

3）津波避難情報の周知・活用体制の構築 

  

4 要配慮者等避難に

支援が必要な住民への

対応 

1）避難行動要支援者対策の強化 

2）要配慮者施設の避難体制の整備 

3）広域避難など多様な避難者への対応 

  
5 後発地震注意情報

の防災対応力向上 
1）平時の情報発信や備えの充実 

Ⅱ 
地震・津波か

らの防護 
－ 

1）港湾施設 

2）管路施設（下水道）の耐震化 

3）インフラ・公共施設の耐震化促進 

Ⅲ 津波への備え 
1 防災意識の醸成と

備蓄対策 

1）防災訓練（避難訓練・総合防災訓練）の定期的

な実施と参加促進 

2）防災知識の普及・啓発 

3）公助・自助による備蓄体制の整備 

  
2 自主防災組織等地

域防災の担い手の育成 

1）自主防災組織の強化・連携 

2）地域防災人材の育成 

  3 学校等と地域の連携 

1）地域と自治体、学校、企業等が連携した防災体

制構築 

2）学校・こども園の防災訓練 

  
4 地域防災拠点等の

整備 
1）防災・支援拠点の整備検討 

Ⅳ 
災害に強いま

ちづくり 

1 災害リスクに対応

した市街地整備・土地

1）地域防災計画、都市計画マスタープラン、立地

適正化計画等との連携 
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基本方針 

（目標） 
取組方針 取組施策 

利用の改善 2）住宅等移転の検討 

  
2 防災まちづくりに

よる地域の魅力向上 
1）津波防災を核とした浜厚真の魅力あるまちづくり 

  
3 復興まちづくりの

事前準備 
1）事前復興計画の策定 

 

第２節 事業・事務 

以下の法律区分に応じて、今後行っていく津波防災地域づくりのための事業・事務を基本方針

（目標）別に示します。 

事業・事務を事業名、目標達成時期、法律区分の観点で整理しました。 

事業・事務の期間は、令和 10 年度末までの 3 年後までに完了となる事業・事務を「短期」、令

和 12 年度末までに完了となる事業・事務を「中期」、令和 13 年度以降に事業完了となるものを

「長期」として記載します。 

 

表 6.2-1 事業・事務の法律区分 

法律 

区分 
内容 

イ 海岸保全施設、港湾施設、漁港施設および河川管理施設等に係る施設の整備に関する事項 

ロ 津波防護施設の整備に関する事項 

ハ 
一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業、土地区画整理事業、市街地再開

発事業その他の市街地の整備のための事業に関する事項 

ニ 避難路、避難施設、地域防災拠点施設等、円滑な避難確保のための施設の整備に関する事項 

ホ 集団移転促進事業に関する事項 

ヘ 地籍調査の実施に関する事項 

ト 民間資金、経営能力および技術的能力の活用の促進 

チ その他（法律に記載がなく、上記イ～トに該当しないもの） 
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Ⅰ 円滑な避難の確保 

1 避難場所、避難所の確保 

1）津波避難施設の整備 

○避難困難地域解消のための津波避難施設整備 

本町では、津波発生時における住民や来訪者の安全確保のため、令和 9年度の供用開始を目

標として浜厚真津波避難施設を整備中です。しかしながら、本施設の供用開始後も津波避難

困難地域は解消されない状況が残ることが想定されます。 

特に、浜厚真野原公園サッカー場での大規模大会開催時やフェリーターミナルにおけるフ

ェリー発着時には、一時的に多数の来訪者が集中することから、迅速な避難確保が課題とな

ります。これらの地域では自動車による避難が予想されますが、自動車の利用が困難な場合

や交通渋滞の発生も懸念されます。 

浜厚真野原公園周辺については、既存施設の機能拡充と避難機能を複合的に組み合わせた

施設整備の可能性を検討しており、財源の確保に向けた取り組みを進めます。フェリーター

ミナル周辺については、町が直接的に整備することは困難ですが、民間事業者との連携によ

り避難環境の整備を図る可能性を検討します。 

今後も様々な施策を総合的に評価したうえで、津波避難施設の追加整備が必要と判断され

る場合には、具体的な検討を進めてまいります。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

津波避難施設整

備事業 

（1） 

浜厚真海浜公園の周辺住民や事業所従業員、サーフ

ィン等海岸利用者を収容可能な津波避難施設を設置

する。 

 

・津波避難施設の設置 

町 ～R8 短期 
二、

チ 
★ 

津波避難施設整

備事業 

（2） 

野原公園の周辺住民や事業所従業員、野原公園サッ

カー場の利用者を収容する、津波避難施設を設置す

るとともに、国道 235 号通過型車両も含む車避難用

の避難路の拡幅等整備、徒歩避難用の避難路の整備

を行う。 

 

・津波避難施設の設置 

町 
R8以降計

画立案中 
中期 ニ ★ 

津波避難施設整

備事業 

（3） 

区域内に散在する事業所等に勤務する職員や、フェリ

ーターミナルの従業員およびフェリー利用者を安全に

収容する津波避難施設を整備する。 

 

・民間事業者のとの連携による津波避難施設の設置

（避難タワー） 

町 
R8以降計

画立案中 
中期 二 ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2）指定緊急避難場所の整備 

○高規格道路避難ポイントの追加整備 

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部が町内の高規格道路（日高自動車道）に 3か所目と

なる新たな避難ポイントを令和 8年度中の完成をめざして新たに整備しています。 

新規の避難ポイントについて、町が指定緊急避難場所として避難時の酷暑・厳冬期への対
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策資材を備えた備蓄倉庫の設置を行うとともに、避難ポイントへ避難後の救助・連絡体制の

構築を検討します。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

津波避難場所整備

（日高自動車道） 

（36） 

切迫している日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震や

激甚化する豪雨災害などに備え、津波や洪水からの

指定緊急避難場所を確保するため、地方公共団体の

ニーズを踏まえ、予測浸水深よりも高い位置に整備

されている直轄国道の高架区間等を指定緊急避難場

所として活用するための避難施設（避難階段等）の

整備を推進する。 

 

・日高自動車道の区域の一部を指定緊急避難場所と

して活用するための避難施設の整備 

国 
R9完成予

定 
短期 二 ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

3）避難所の環境改善 

○避難所の受入体制の整備・充実 

津波避難における避難所は、津波の危険が解消されるまでの緊急的な避難場所としての役

割が中心となります。本町では、避難者が安全かつ安心して避難生活を送ることができるよ

う、以下の観点から避難所の環境改善に取り組みます。 

北海道に位置する本町では、冬期の寒さ対策が特に重要な課題であり、停電時においても

暖房機能が維持できるよう必要な資機材の備蓄・整備を進めます。また、近年の気候変動を

踏まえ、夏期における暑さ対策についても避難所環境の充実を図ります。あわせて、高齢

者・障がい者・乳幼児・妊産婦など要配慮者への適切な支援が行えるよう、福祉避難所との

連携体制を整えるとともに、避難者への迅速な情報提供体制の整備を推進します。 

また、避難所を迅速かつ適切に開設・運営するため、担当職員を対象とした研修や実践的

な訓練を定期的に実施し、地域住民や関係機関とも連携した避難所運営体制の強化を図りま

す。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

避難所の環境改善 

避難者が安全かつ安心して避難生活を送るための避

難所の環境改善を行う。 

 

・避難所の寒冷対策、暑熱対策の資機材備蓄 

・避難所の要配慮者への情報提供等の体制整備 

・避難所訓練等、避難所運営体制の強化 

町 継続 短期 二  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 
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2 避難路、避難経路の確保 

1）避難路の整備 

○浜 1号線、浜 3号線の整備 

津波防災住民等懇談会において、JR 日高本線以南の浜厚真地区の住民や浜厚真海岸・浜厚

真野原公園の利用者を対象に避難経路の確認を行いました。現存する津波避難場所・避難所

を目標として、安全かつ地区利用者が避難しやすいルートを検討した結果、災害時に利用す

る避難経路として３ルートを選定しました。 

その中でも徒歩及び自動車による避難に使用する浜 1号線～浜山手線～浜 3号線については

道路幅の拡幅（浜 1号線）や一部区間の舗装化（浜 3号線）などの整備を進める方針です。整

備にあたっては、冬期間における除雪の体制や夜間避難時の視認性を確保するための設備の

設置についても検討を行います。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

避難路整備 

浜厚真海岸から避難所である上厚真小学校へ避難

するための複数ルートを確保する。 

 

・浜 1号線、浜 3号線の整備 

町 R7～10 長期 二 ★ 

道路整備事業 

（31） 

激甚化・多様化する災害への対応と安全・安心な社

会基盤の形成のため、災害からの迅速な復旧を支え

る道路交通ネットワークの強靭化を図る。 

 

・災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能強

化 

国 

継続 

R7年度厚

賀静内道路

部分開通済 

長期 ニ  

道路整備事業 

（44） 

厚真町津波避難計画において津波避難路に位置づ

けられている一般道道厚真浜厚真停車場線の道路

拡幅を行う。 

 

・避難路、輸送・搬送路となる道路整備 

・岸壁に接続する道路の液状化対策など 

道 継続 長期 ニ  

路網整備 

（42） 

平成 30 年北海道胆振東部地震で被害を受けた森林

を再生するために整備する。 
道 継続 長期 チ  

林道管理事業 

（19） 

森林内に設置された林道の維持管理を実施し、車両

の通行に支障のない状況を維持する。 

 

・森林整備に必要なインフラの管理 

町 継続 長期 チ  

林業専用道（規

格）整備事業 

（25） 

森林管理に必要な道路を設置する。特に、大型の車

両が通れる林業専用道（規格）相当の道をつけるこ

とで、森林管理の基盤を整備する。 

 

・森林整備に必要なインフラの整備 

町 継続 長期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 
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2）避難路の機能維持と環境整備 

○既存避難路における機能強化 

既存の避難路については、新たな避難路の整備と併せて、現在利用可能な避難路をより安

全・円滑に活用できるよう、機能の維持・向上に取り組みます。 

夜間や悪天候時における避難の安全性を確保するため、避難路沿いへの街路灯・誘導灯の

設置を進めるとともに、路面の損傷や老朽化した施設・設備については定期的な点検を実施

し、必要に応じて補修・更新を行います。また、北海道特有の冬期環境を考慮し、積雪・凍

結による通行障害が生じないよう、除雪体制の整備や滑り止め対策についても検討を進めま

す。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

津波避難道路整備

事業 

（7） 

老朽化した道路の防災減災対策を図る。 

 

・街路灯・誘導灯の設置 

・町道の維持保全 

・積雪対策（滑り止め対策） 

町 R7～ 短期 二  

道路啓開計画の推

進 

（32） 

災害対策基本法に基づく防災基本計画では、道路

管理者の実施事項として「道路啓開等の計画立

案」が義務づけられたことを受け、大規模災害発

生時に道路管理者が相互に連携し、迅速に道路啓

開を進められるよう道路啓開計画を策定する。 

 

・道路啓開計画の策定（大規模地震発生時に、災

害対応で活用する主要道路が地震津波による被

害で途絶した場合に、いち早く緊急車両が通る

ルートを復旧・確保） 

道、

国 

継続 

R8.3北海

道道路啓開

計画策定 

－ ニ  

除雪体制の確保 

（34） 

各道路管理者の管理水準に基づく適切な除排雪を

推進するとともに、豪雪等の異常気象時に備え、

道路管理者間の情報共有を図り、広域支援用除雪

機械を配備するなど相互支援体制を強化する。 

数年に一度の猛吹雪等が予想される場合は、車両

の大規模な立ち往生の発生による通行止めの長期

化を防ぐため予防的通行規制を実施する。 

将来的にも安定的な除雪体制の確保が図られるよ

う、除雪機械の計画的な更新を図る。 

 

・道路管理者間の情報共有 

・広域支援用除雪機械の配備等自治体支援体制の

強化 

・予防的通行規制の実施 

・除雪機械の計画的な更新 

道、

国 
継続 長期 チ  

臨海ゾーン環境整

備事業 

（9） 

サーフィン等海岸利用者の円滑かつ安全な避難を

確保するため、砂浜の地形変状や積雪を適切に保

全する。 

 

・大型漂着流木の撤去 

・スタック防止のための砂浜整地 

・積雪時の除雪強化 

町 継続 長期 
ニ、

チ 
 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 
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3）避難路の安全な通行確保に向けた対策 

○通行障害発生の防止 

地震発生時には、空き家や老朽建築物の倒壊・損傷によるがれきの散乱、電柱の倒壊、樹

木の倒木など、避難路の通行を妨げる障害が発生する恐れがあります。こうした障害を未然

に防ぐため、避難路沿いの空き家については適切な管理・解体を促進するとともに、老朽建

築物の耐震化を推進し、倒壊リスクの低減を図ります。また、電柱や樹木など避難路沿いの

構造物についても定期的な点検・管理を行い、倒壊・落下による通行障害の発生防止に努め

ます。 

 

○JR日高本線踏切対策 

津波警報発令時には列車の緊急停止に伴い踏切の遮断機が下りたままとなる場合があり、

避難路が JR 日高本線と交差する地区においては、住民の避難行動が妨げられる恐れがありま

す。この課題について、直近では徒歩避難時における踏切横断のルール整備が一部で進みつ

つありますが、自動車による避難が多いと想定される本町においては、さらに対応が難しい

課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、町としても JR 北海道や関係機関と連携しながら、災害時における

踏切横断のあり方について協議を進め、住民や来訪者が安全に避難できる体制の整備に向け

た検討を継続します。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

安全安心省エネ住

宅推進事業 

（5） 

住宅の耐震化、住宅太陽光発電を推進し、震災時

の建物被害軽減と停電時の電源確保を図る。 

 

・既存住宅耐震改修補助 

・住宅太陽光発電システム設置補助 

町 継続 長期 チ  

空き家等対策推進

事業 

（4） 

空き家の適切な管理と利活用を推進し、津波によ

るがれき被害軽減を図る。 

 

・空き家等除却補助 

・空き家等利活用補助および資金貸付 

町 継続 長期 チ  

JR 日高本線踏切対

策 

災害時における踏切横断のあり方について協議を

進め、住民や来訪者が安全に避難できる体制の整

備に向けた検討を継続する。 

 

・JR北海道及び関係機関協議 

町、

道 
R8～ 長期 チ ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

3 災害時の情報伝達の充実 

1）避難誘導サインの充実 

浜厚真海浜公園のトイレ、新設する津波避難施設や浜厚真駅および浜厚真野原公園の人が

集まる場所や利用する施設には、避難場所まで迷わずたどり着けるようにするための総合案

内看板の設置を行います。また、避難路の方向を示す矢印の看板や、避難先を示す看板など

避難誘導サインの充実を図ります。 



46 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

津波避難施設整備事

業 

（1） 

津波警報発令時に海岸利用者に対し避難施設や

避難路を確実に認知させることができるよう視

覚的周知を行う設備を整備する。 

 

・サーフィン等海岸利用者に対する視覚的周知

設備(総合案内看板の設置、避難路誘導案内

板)の整備（津波警報発令時） 

町 R8～R10 短期 二 ★ 

海抜情報の提供 

（35） 

東日本大震災で甚大な被害をもたらした津波被

害を踏まえ、津波被害を軽減するための対策の

一つとして、道路施設等に海抜情報を表示する

「海抜表示シート」を設置することによる道路

利用者への海抜情報を提供する。 

 

・海抜表示シートの設置 

町、

道、

国 

R7完成 

監理は継続 
長期 二  

情報伝達および防

災・減災啓発 

（38） 

道路災害の防止および災害発生時の被害拡大を

防止するため、関係機関と連携した情報発信等

の強化を図る。道路利用者への適切な地震津波

情報を提供する。 

 

・道路情報板、HP、SNS等による防災・減災に関

する情報・知識、気象警報や災害情報等の発

信 

町、

道、

国 

継続 長期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2）情報伝達手段の整備 

○多様な主体に対する複数伝達手段の構築 

・津波情報伝達手段整備 

津波発生時における住民等への情報伝達手段としては、防災行政無線（同報系）、J アラ

ート（全国瞬時警報システム）、緊急速報メール（エリアメール）、テレビ・ラジオ、広報

車、SNS・防災アプリ、津波フラッグなどが挙げられ、これらを組み合わせた多重的な伝達

体制の構築が基本とされています。 

一方で、浜厚真地区においては、サーフィン等で海上にいる利用者や、運転中の方、携

帯電話の電波が届きにくい場所にいる方など、既存の伝達手段では情報が確実に届かない

状況が想定されます。こうした方々に対していかに迅速・確実に情報を届けるかが、同地

区における情報伝達上の重要な課題となっています。 

 

・津波避難施設に設置予定のドローンによる情報伝達 

ドローンによる情報伝達は、スピーカーを搭載したドローンが Jアラートや津波警報と連

動して自動飛行し、沿岸部や防災行政無線が届きにくい区域に対して避難を呼びかけこと

が可能となります。海上のサーファーや運転中の方、電波の届きにくい場所にいる方など、

既存の伝達手段では情報が届きにくい対象者への伝達手段として有効であるとともに、特

に地震の大きな揺れを伴わない遠地津波の際などでも、カメラによるリアルタイム映像伝

送により逃げ遅れ者の確認にも活用できるなど、その可能性は多岐にわたります。すでに

宮城県仙台市や千葉県一宮町において本格的な運用事例があり、今後全国的な普及が期待
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されています。 

ドローンの発進拠点としては、沿岸部に近く、障害物の少ない高所であることが望まし

く、現在整備を進めている津波避難タワーなどはその設置場所として有力な候補の一つと

考えられます。今後、関係機関と連携しながら導入に向けた検討を進めます。 

 

・津波浸水区域の滞在者・居住者等との連絡手段の確立 

令和 7年 7月に発生したカムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による津波警報の発表時

には、厚真川右岸に立地する事業者の状況を共有できない事態がありました。平時に町危

機管理担当課と事業者間で災害時に連絡可能な手段の検討や、双方の連絡窓口の把握及び

情報の更新を行うことにより、発災時の問題に円滑に対応できるようにします。 

また、浸水想定区域内に居住する住民は限られた人数であることから、平時から担当者

との定期的なコミュニケーションを通じて各世帯の状況を把握しておくとともに、津波警

報発令時には電話・メール・SNS 等を活用した個別の直接連絡により、迅速かつ確実に避難

を促す体制を構築します。これにより、避難指示区域内の住民の避難動向をリアルタイム

で把握し、逃げ遅れ者の早期発見・支援につなげることをめざします。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

多様な主体に対する

複数伝達手段の構築 

浜厚真地区をはじめ多様な主体に対する複数伝

達手段を構築する。 

 

・浜厚真地区の情報伝達手段の検討 

・ドローンによる情報伝達手段の整備 

・平時の連絡先・連絡手段の共有（厚真川右岸

地区など） 

・浸水想定区域居住者への個別情報伝達体制の

構築 

町 R8～ 短期 チ ★ 

防災無線管理事業 

（16） 

災害情報等の伝達を円滑に行うため、防災無線

を適切に維持管理する。 

 

・防災無線・SNS 等による防災情報の伝達体制の

強化 

町 継続 長期 チ  

防災無線整備事業 

（17） 

災害情報等の伝達を円滑に行うため、耐用年数

に応じて防災無線を適切に更新する。 

 

・防災無線・SNS 等による防災情報の伝達体制の

強化 

町 継続 長期 チ  

情報伝達および防

災・減災啓発 

（再掲）（38） 

道路災害の防止および災害発生時の被害拡大を

防止するため、関係機関と連携した情報発信等

の強化を図る。道路利用者への適切な地震津波

情報を提供する。 

 

・道路情報板、HP、SNS等による防災・減災に関

する情報・知識、気象警報や災害情報等の発

信 

道、

国 
継続 長期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 
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3）津波避難情報の周知・活用体制の構築 

○ハザードマップの周知・活用 

町では津波ハザードマップをすでに作成していますが、作成・配布にとどまらず、広報誌

や町公式ウェブサイト・SNS 等の多様な媒体を活用した継続的な周知を行うとともに、防災訓

練等を通じて住民が自らの避難経路や浸水想定を確認する機会を設けます。また、海岸利用

者や観光客など来訪者への周知にも配慮しつつ、浸水想定区域や避難場所の情報については

新たな知見や状況の変化に応じて定期的に見直しを行い、常に最新の情報を提供できる体制

を維持します。 

 

○津波避難カルテ（仮称）の作成・活用 

ハザードマップだけでは伝わりにくい具体的な「逃げ方」について、令和 7年度に実施した

津波防災住民等懇談会では、避難の対象者別に避難施設（避難先）、避難路（ルート）、避難

手段を示した避難パターンの整理を進め、住民用の「私の避難カルテ（仮称）」、来訪者用の

「浜厚真エリア利用者向け津波避難マップ」（案）を作成しました。今後は、これらのツール

を住民や来訪者に配布、説明する機会を設けるなどして、地区の津波避難意識の啓発を図り

ます。 

避難カルテは、夏期にサーフィンやサッカー、バギー大会等において配布、説明をする他、

ワークショップなどを通じた内容の更新など周知活動を展開します。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

ハザードマップの 

活用・周知 

ハザードマップの継続的な広報をはじめ、住民

等が活用する機会を設定する。 

浸水区域や避難場所の情報を定期的に更新す

る。 

 

・ハザードマップの周知・活用 

・ハザードマップの定期更新 

町 
継続 

 
長期 チ ★ 

津波避難カルテ（仮

称）の作成・活用 

既存のハザードマップに加え、具体的な「逃げ

方」を示した津波避難カルテ（仮称）を作成す

る。これらのツールの説明機会の設定や、ツー

ルを活用した避難訓練等を実施する。 

 

・津波避難カルテ（仮称）の作成・活用 

町 
 

R7～R10 
短期 チ ★ 

情報伝達および防

災・減災啓発 

（38） 

道路災害の防止および災害発生時の被害拡大を

防止するため、関係機関と連携した情報発信等

の強化を図る。道路利用者への適切な地震津波

情報を提供する。 

 

・道路情報板、HP、SNS等による防災・減災に関

する情報・知識、気象警報や災害情報等の発

信 

道、

国 
継続 長期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

 

 



49 

4 要配慮者等避難に支援が必要な住民への対応 

1）避難行動要支援者対策の強化 

○個別避難計画の作成推進 

高齢者や障害者など、自力での避難が困難な避難行動要支援者については、津波発生時に

迅速な避難行動をとることが特に難しく、地域全体での支援体制の構築が不可欠です。 

津波避難においては到達までの時間が限られることから、平時から要支援者一人ひとりの

居住場所・身体状況・避難経路・支援者を明確にした個別避難計画の作成を推進します。計

画の作成にあたっては、本人・家族の同意を得たうえで、民生委員や自主防災組織、福祉専

門職等と連携しながら進めるとともに、状況の変化に応じた定期的な見直しを行います。 

また、個別避難計画の実効性を高めるため、作成した計画をもとにした避難訓練の実施や、

地域の支援者との情報共有を図り、有事に計画が確実に機能する体制を整えます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

個別避難計画作成 

平時から個別避難計画の作成及び定期的な見

直しを推進する。個別避難計画をもとにした

避難訓練の実施等により計画が機能する体制

を整備する。 

 

・個別避難計画の作成及び見直しの推進 

・避難訓練の実施や地域支援者との情報共有 

町 継続 短期 チ ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2）要配慮者施設の避難体制の整備 

○要配慮者施設における対応 

高齢者施設や障害者施設などの要配慮者利用施設については、津波防災地域づくり法に基

づき、津波災害警戒区域内の施設において避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付け

られており、町は対象施設に対して計画の作成・更新を促すとともに、訓練実施への支援を

行います。 

特に、後発地震注意情報が発表された場合には、大規模地震の発生可能性が高まった状態

が最大 1週間程度継続することから、施設利用者の安全確保に向けた体制の強化が求められま

す。施設においては情報発表時に速やかに職員への周知と利用者の状況確認を行い、避難経

路や避難手順の再確認など、いつでも避難できる体制を整えておくことが重要です。町とし

ても施設との情報共有を密にし、必要な支援が迅速に行える連携体制を平時から構築します。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

要配慮者施設の避難

体制の整備 

津波災害警戒区域内の施設に対する避難確保計画

及び避難訓練の実施を促進し、支援する。 

 

・避難確保計画の作成及び避難訓練の実施促

進 

・後発地震注意情報発表に備えた連携体制の

構築 

町 継続 短期 チ ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 
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3）広域避難など多様な避難者への対応 

○住民以外の避難者の受入 

令和 7年のカムチャツカ半島付近の地震及び青森県東方沖の地震に伴う津波避難対応では、

むかわ町をはじめとする近隣市町村の住民や町内事業所からの避難者が本町の避難所に来訪

しました。住民以外の避難者が発生することは想定していたものの、その人数が想定を大き

く上回ることが新たな課題として顕在化しました。 

津波避難においては、本町住民のみならず、近隣市町村からの広域避難者や通勤・通学者、

観光客など不特定多数の来訪者が避難所に集中する可能性があることから、住民・住民以外

を問わず避難者の氏名・人数・連絡先等を迅速に把握できる受付体制を整備するとともに、

想定を超える避難者が集中した場合に備え、補完的な避難スペースの確保や、避難場所及び

避難所の再整理など、収容体制の充実を図ります。また、地理不案内な来訪者に対しても避

難場所・避難経路に関する情報が迅速に届くよう、情報提供体制の整備を進めます。 

広域避難への対応にあたっては、近隣市町村や関係機関との連携が不可欠です。特に、過

去の避難対応において本町への避難者数が最も多かったむかわ町とは、避難者の受け入れ規

模や役割分担について平時からの情報共有・協議を進め、広域避難が生じた際に円滑な対応

が図れるよう連携体制の構築に努めます。 

 

○自主避難者の安全確保を図る体制構築 

津波警報・注意報の発令時には、避難指示の発令区域外であっても、住民が自らの判断で

避難行動を開始する「自主避難」が発生します。津波避難においては迅速な避難行動が命を

守ることに直結することから、住民の自主的な避難行動は積極的に尊重されるべきものです。 

一方で、自主避難者への対応は避難所の開設・運営体制が整う前に避難者が集中するなど、

初動対応が課題となります。このため、自主避難が想定される状況においては早期に避難所

を開設できる体制を整えるとともに、地域の自主防災組織との連携を強化し、行政と地域が

一体となった円滑な受け入れ体制の構築をめざします。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

住民以外の避難者の

受入整備 

近隣市町村からの広域避難者や通勤・通学

者、観光客など不特定多数の来訪者を考慮し

た受入れ体制を整備する。 

 

・避難所受付体制の整備、収容体制の充実

（避難場所、避難所の再整理）、情報提供体

制の整備 

・むかわ町との平時・災害時の連携体制構築 

町 R8～ 短期 チ ★ 

自主避難者の安全確

保体制の構築 

行政と地域が一体となった自主避難者の受け

入れ態勢の構築を図る。 
町 R8～R10 短期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 
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5 後発地震注意情報の防災対応力向上 

1）平時の情報発信や備えの充実 

後発地震注意情報の名称や発表時の防災行動に関して、町は地域防災計画への位置づけや

地震・津波防災に係る広報資料の作成など平時から情報発信を行います。地域防災計画への

追記にあたっては、情報発表時における町の対応手順や関係機関との連携体制を明確に位置

づけ、有事に迅速かつ適切な対応がとれるよう整備を進めます。 

また、住民に対しては、後発地震注意情報の発表時に呼びかけられる「特別な備え」との

違いを明確にするため、広報誌や防災訓練等を通じた継続的な啓発を進めます。特に、注意

情報が発表された際に住民が過度に混乱することなく適切な行動をとれるよう、発表の意味

や具体的な行動内容についての理解促進に努めます。さらに、要配慮者施設や自主防災組織

とも情報を共有し、地域全体での対応力向上を図ります。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

後発地震注意情報の啓発 

後発地震注意情報に関して、平時から情報

発信を進める。 

 

・後発地震注意情報の地域防災計画への位

置付け等 

・住民及び要配慮者施設、自主防災組織等

への啓発 

町 R8～ 短期 チ ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

Ⅱ 地震・津波からの防護 

1）港湾施設 

大規模地震発生時の緊急物資輸送等に対応した耐震強化岸壁を整備します。また、国によ

る耐震強化岸壁の整備に合わせて、背後地に荷さばき地の整備を行います。 

 

2）管路施設（下水道）の耐震化 

下水道施設および浄化槽施設の整備を行います。また、業務継続計画の更新などにより、

災害時に備えます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

苫小牧港東港区浜厚

真地区 複合一貫輸送

ターミナル整備事業 

（39） 

大規模地震発生時の緊急物資輸送等に対応し

た耐震強化岸壁を整備する。 

 

・災害時の緊急物資の受入 

・避難者の輸送、救護活動 

国 
R10 

完成予定 
短期 イ  

苫小牧港東港区浜厚

真地区 複合一貫輸送

ターミナル整備事業 

（40） 

国による耐震強化岸壁の整備に合わせて、背

後地に荷さばき地の整備を行う。 

 

・災害時の緊急物資の受入 

・避難者の輸送、救護活動 

苫小

牧港

管理

組合 

R5～R9 短期 イ  
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事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

下水道・浄化槽事業 

（29） 

下水道施設および浄化槽施設の整備、業務継

続計画の更新などを行う。 

 

・下水道施設等の防災対策 

町 継続 長期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

 

3）インフラ・公共施設の耐震化促進 

○橋梁・道路の耐震化 

避難路や緊急輸送道路として機能する橋梁・道路については、地震発生時においても通行

機能が確保されるよう、計画的な補修工事等を進めます。特に津波浸水想定区域からの避難

経路上に位置する橋梁については優先的に対応を図るとともに、被災時における迂回路の確

保についても平時から検討を行います。 

 

○水道・下水道施設の耐震化 

水道施設や下水浄化施設については、地震による破損が住民の生活環境や災害後の復旧活

動に深刻な影響を及ぼすことから、老朽化による敷設替えを行う際に耐震化を計画的に推進

します。また、被災時における応急給水体制の確保や他自治体との応援協定の活用など、早

期復旧に向けた体制整備についても併せて取り組みます。 

 

○公共施設の耐震化 

町が管理する公共施設については、耐震診断の結果を踏まえた改修・建替えを計画的に進

めます。特に避難所として指定された施設については優先的に耐震化に取り組み、災害時に

おいても安全に使用できる環境を確保します。あわせて、非構造部材の落下防止対策や家具

の固定など、施設内の安全対策についても推進します。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

橋梁の耐震化 

（33） 

災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支える

ため、緊急輸送道路上の橋梁について、耐震補

強（速やかな機能回復が可能な性能をめざす対

策（落橋・倒壊を防止する対策は完了済み））を

行う。 

 

・橋梁の耐震化 

国 継続 長期 ニ  

橋梁の耐震化 

（45） 

第 1次緊急輸送道路に指定されている千歳鵡川線の

本郷橋について、大規模地震発生時においても通行

機能が確保されるよう、耐震補強を行う。 

 

・橋梁の耐震化 

道 未定 長期 ニ  

水道管路、水道施設

耐震化事業 

（30） 

水道管路、浄水場、重要給水施設配水管等の耐

震化事業を行う。 

 

・水道施設等の防災対策 

町 継続 長期 チ  
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事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

下水道・浄化槽事業

（再掲） 

（29） 

下水道施設および浄化槽施設の整備、業務継続

計画の更新などを行う。 

 

・下水道施設等の防災対策 

町 継続 長期 チ  

庁舎周辺等整備事業 

（13） 

老朽化した役場庁舎および胆振東部消防組合消防

署厚真支署の建て替え、ならびに役場庁舎周辺の

土地利用を含めた施設の再編整備を行う。 

 

・公共施設の再編 

・庁舎および周辺施設整備 

町 R10 短期 
ハ、

ニ 
 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

Ⅲ 津波への備え 

1 防災意識の醸成と備蓄対策 

1）防災訓練（避難訓練・総合防災訓練）の定期的な実施と参加促進 

津波を想定した避難訓練については、実際の避難行動に直結する実践的な内容とすること

が重要です。訓練においては、津波警報等の情報伝達から避難開始までの一連の流れを確認

するとともに、指定避難場所までの避難経路や所要時間を住民自身が把握できるよう取り組

みます。 

特に浜厚真地区については、漁業関係者や海岸を訪れるサーファー、フェリーターミナル

利用者など、住民以外にも多様な人が日常的に出入りする地区であることから、来訪者も含

めた避難行動を想定した訓練内容とすることが求められます。避難場所や避難経路の案内表

示の充実を図るとともに、漁協等の関係団体とも連携しながら、誰もが迷わず避難できる体

制づくりを進めます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

防災訓練事業 

（15） 

町民参加型訓練を通して、町民に対する防災に

関する基礎知識と防災意識の涵養を図り、併せ

て町職員に対する教育・訓練を実施し、壮絶な

災害対応に耐え得る組織体制の強化を図り、以

って総合的な地域防災力を向上させる。 

 

・避難所の指定 

・避難所運営に関する訓練の実施など 

・来訪者も含めた避難訓練の実施 

町 継続 長期 チ  

災害対応人材強化、

関係機関との連携強

化 

（47） 

都道府県職員および市町村職員の災害対応能力

の向上、危機対応能力の向上を図る。 

 

・北海道総合防災訓練の実施 

・厚真町防災訓練への協力 

道 継続 長期 チ  
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事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

臨海ゾーン津波避難

対策強化支援事業 

（8） 

津波警報発令時に海岸利用者の安全確保の向上

を図るために必要となる施設・設備の整備や訓

練の実施に対し、必要な自主財源や技術を確保

するため、企業版ふるさと納税制度や企業との

包括連携協定を活用・促進する。 

 

・企業版ふるさと納税制度の広報・情報発信の

強化 

・企業との包括連携協定の促進 

町 継続 長期 ト  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2）防災知識の普及・啓発 

○津波避難施設・場所に係る啓発の推進 

・浜厚真津波避難施設を活用した啓発推進 

浜厚真津波避難施設は、災害時の利用を基本として、安全面から常時開放はしない方針

です。一方で、平時には地域住民や海岸利用者に対する防災教育の集会等を行うことによ

り、津波避難施設の周知と、防災意識の啓発を図ることが必要です。 

町や地域防災支援員（※後述）と地域住民、サーファーなど来訪者が協働して津波避難

施設の管理方法や使用ルールを検討し、津波避難施設を拠点に施設管理とあわせて、地域

の住民や利用者とともに訓練や啓発活動を推進します。 

 

・高規格道路避難ポイントの利用方法周知 

北海道開発局室蘭建設部苫小牧道路事務所が避難場所の扉等に解錠方法を説明する看板

を令和 6年度に設置しています。本町は災害時の開錠方法を示した啓発チラシを作成して周

辺地区に配布し、町ホームページへの掲載や広報誌にも掲載しましたが、カムチャツカ半

島付近の地震による津波の避難者からは開錠方法が不明であったとの声もありました。 

高規格道路避難ポイントの利用方法について、継続して周知を進めます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

津波避難施設・場所

に係る啓発の推進 

平時に浜厚真津波避難施設において防災知識啓発を

行う。町内に複数設置されている高規格道路避難ポ

イントの利用方法を継続して周知する。 

 

・浜厚真津波避難施設を活用した啓発推進 

・高規格道路避難ポイントの利用方法周知 

町 R8～ 短期 チ  

文化財保存事業津波

堆積物見学会 

（10） 

1611 年慶長三陸津波が残したと推定される堆積物

を見学し、過去の津波災害について学ぶ。北海道

大学等の専門家の協力を得て実施する。 

 

・防災教育の推進 

町 継続 長期 チ  

防災教育の推進 

（48） 

地域の防災リーダーとなる地域防災マスターの

養成および１日防災学校への支援を行う。 

 

・地域防災マスター認定研修会 

・１日防災学校 

道 継続 長期 チ  
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注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

3）公助・自助による備蓄体制の整備 

○公的備蓄の整備 

津波発生時にはライフラインの途絶が長期にわたることが想定されることから、町は避難

所や防災拠点において食料・飲料水・生活必需品等の備蓄を計画的に整備・更新します。 

特に避難期間が数日にわたる場合、食料品については普段食べなれた食品を確実に提供す

るため、物量事業者と連携し、平時の品質管理委託と組み合わせた備蓄体制の構築に取り組

みます。 

 

○自主備蓄の促進 

家庭における備蓄については、津波避難では迅速な避難行動が最優先となることから、持

ち出し用の非常袋はリュックサック等に軽量にまとめ、すぐに持ち出せる状態にしておくこ

とが重要です。また、避難時に持ち出す備蓄と避難後の長期生活を見据えた在宅備蓄との使

い分けについても、広報誌や防災訓練等を通じて周知を図ります。さらに、備蓄品の定期的

な点検・更新の習慣化を促すとともに、企業・事業所においても従業員分の備蓄確保を働き

かけます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

備蓄体制の整備 

避難所や防災拠点の備蓄を計画的に整備・更新

する。流通備蓄の推進や自主備蓄の促進を図

る。 

町 継続 長期 チ ★ 

防災備蓄倉庫整備事

業 

（14） 

災害発生から 48 時間以内に必要な食料や資機材

などを基本とした備蓄品を適切に管理するため、

庁舎周辺整備事業と併せて各種災害ハザードに晒

されていない安全な場所に災害備蓄倉庫を整備

し、町の防災・減災機能強化を図る。 

 

・公共施設の再編 

・庁舎および周辺施設整備 

町 R5～R7 完了 ニ  

 

地域づくり総合交付

金 

（46） 

避難計画や、防災備蓄計画に基づく備蓄品また

は備品の整備を行う。 

 

・市町村が設置する避難所等の資機材等整備等

に対する助成 

道 － 長期 チ  

備蓄コンテナの配備 

能登半島地震の教訓を踏まえ、災害時における

避難所の生活環境の改善を図るための資機材と

して、簡易ベッドやシェルターテント、簡易ト

イレ等をコンテナ備蓄により道内６圏域に分散

配備する。 

 

・道央圏域分は厚真町備蓄倉庫敷地内に設置 

道 R7 完了 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2 自主防災組織等地域防災の担い手の育成 

1）自主防災組織の強化・連携 
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○自主防災組織の取組みの共有等による防災力向上の推進 

町内における先進事例として、鹿沼自主防災組織が取組んでいる「助け合いチーム」によ

る避難等の支援活動では、SNS を活用した防災情報の伝達・共有、一人では避難が困難な方へ

の普段からの見守りおよび、災害時における避難支援などについて、他地域へ取組を紹介し

ます。 

他地域においては、鹿沼の事例を参考に地域の災害特性、地域の自治特性等を考慮して、

可能な範囲で防災への取組みとして、普及・感化により防災・減災の意識高揚と地域の防災

力（自助力）の向上を推進します。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

自主防災組織の取組

みの共有等による防

災力向上の推進 

自主防災組織「助け合いチーム」の SNS 訓練、

災害時訓練の取組み紹介などによる地域の防災

力向上を推進する。 

町 R4～ 短期 チ ★ 

地区避難計画策定の

推進 

町内 8 地区で策定済みの地区避難計画につい

て、町全域の取組みを進め、策定する地区を 20

地区に拡大する。 

町  短期 チ  

胆振東部消防組合負

担金 

（18） 

常備消防力の維持・強化を目的とし、火災等災

害発生時における対応力の強化、消防団等との

連携強化を図る。 

 

・救急体制の維持 

町 継続 長期 チ  

胆振・日高地方道路

防災連絡協議会 

（37） 

道路災害の防止および災害発生時の被害拡大を

防止するため、地域住民、地方自治体および関

係機関が相互に連携を図り、道路における地域

防災パートナーシップを構築し、道路防災の推

進を図る。 

 

・胆振・日高地方道路防災連絡協議会の開催 

道、

国 
継続 長期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2）地域防災人材の育成 

○地域防災支援員の設置 

津波浸水想定区域など災害リスクが高い地域におけるコミュニティや自治会では、近年の人

口の減少や高齢化も進んでいるなかで、共助としての地域防災力の向上していくことが難しい

状況にあります。そのような地域を対象に令和８年度より「地域防災支援員」を設置します。 

「地域防災支援員」は役場と地域を結ぶ存在として地域に寄り添い、平時はこれまでどお

り防災施設の管理運営を行うなかで、コミュニティ活動を通じて地域との関係性を構築する

とともに、災害時に備えて例えば避難に支援が必要な方の状況把握や自主防災組織の活動支

援、コミュニティ活動のなかに防災を取り入れるなど地域の「平時の備え」をサポートして

いく存在となることを目標とします。 
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事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

地域防災人材の育成 

地域防災支援員を設置し、防災施設の管理運営

をはじめ、コミュニティ活動を通じた地域との

関係性構築など、地域における平時の備えの支

援を図る。 

 

・地域防災支援員の設置（浜厚真地区） 

町 R8～R10 短期 チ ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

3 学校等と地域の連携 

1）地域と自治体、学校、企業等が連携した防災体制構築 

○防災教育を核とした意識の共有 

津波避難においては、行政・地域・学校・企業等がそれぞれの役割を担いながらも、一体

となって取り組む防災体制を構築することが重要です。学校における津波防災教育を地域・

家庭・企業へと波及させることで、町全体の防災意識の底上げを図ります。児童・生徒が学

んだ知識や体験を家庭や地域に持ち帰ることで、世代を超えた防災意識の共有と継承につな

げます。 

 

2）学校・こども園の防災訓練 

○防災訓練の実施 

本町の津波浸水想定区域内には、学校やこども園は立地していませんが、地震や津波が発

生したあとの対応をあらかじめ検討し、備えることが必要です。 

地震・津波の発生時に教職員、児童、家族が円滑な対応を進められるように防災訓練の取

組みを促します。 

また、こども園においても、地震や津波発生時の園児の引き渡しに係るマニュアルの策定

と周知を行うとともに、防災訓練や防災学習の実施による実効性を向上させる取組みを促し

ます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

ふるさと教育推進事

業（防災教育） 

（11） 

厚真町内の小中学校全校での防災教育事業。各

分野の専門家を講師として招聘、協力のもと防

災教育と心理教育等の事業を実施する。 

 

・防災教育の推進 

町 継続 長期 チ  

学校・こども園の防

災訓練 

学校及びこども園における防災訓練の取組みを

促進する。 
町 R8～ 短期 チ  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

4 地域防災拠点等の整備 

1）防災・支援拠点の整備検討 

○厚南会館の改修の推進 

厚南会館は、胆振東部地震において最大 130人を収容した指定避難所であり、津波・地震・
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土砂災害など多様な災害に対応する地域防災の重要な拠点です。しかしながら、建築後 40 年

以上が経過し、老朽化による構造の脆弱性や断熱性能の劣化など、施設としての課題が顕在

化しています。 

このため、防災機能の向上を図るとともに、高齢者や障がい者等も安心して利用できるよ

うなバリアフリー化・ユニバーサルデザインへの対応を進めます。また、ZEB 化（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）の導入により、災害時においてもエネルギーを自給できる強靭な施

設への改修をめざします。改修にあたっては防災拠点としての機能強化にとどまらず、平時

から住民が気軽に集える地域交流拠点としての役割も担えるよう、上厚真ゼロカーボン・ビ

レッジ整備事業とも連携しながら取り組みを進めます。 

 

○町役場庁舎の整備 

現役場庁舎は昭和 28年の建設から 70年以上が経過し、耐震性能の低さや雨漏りなど老朽化

が深刻な状況にあります。平成 30 年北海道胆振東部地震の教訓を踏まえた新庁舎の整備を進

め、災害時においても行政機能を継続できる強靭な拠点の構築をめざします。新庁舎の整備

にあたっては、防災機能の強化を図るとともに、各公共施設の集約・複合化を進め、訪れや

すく利用しやすいサービス拠点としての機能充実をめざします。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

厚南会館の改修の推進 

海岸部の地域防災拠点として、老朽化が進

む厚南会館の改修を進め、防災機能の強化

を図る。 

 

・厚南会館の防災機能強化 

町 未定 長期 二 ★ 

町役場庁舎の整備 

新庁舎を整備中の町役場は防災機能の充実

を図る。 

 

・町新庁舎の防災機能充実 

町 R10 短期 二 ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

Ⅳ 災害に強いまちづくり 

1 災害リスクに対応した市街地整備・土地利用の改善 

1）地域防災計画、都市計画マスタープラン、立地適正化計画等との連携 

津波防災地域づくりを実効性あるものとするためには、本計画が単独で機能するのではな

く、町の関連計画と有機的に連携・整合を図ることが不可欠です。 

地域防災計画とは、避難場所・避難経路・情報伝達体制等の内容を相互に整合させ、津波

浸水想定や避難困難地域の分析結果を反映しながら一体的な運用を推進します。都市計画マ

スタープランとは、津波浸水想定区域における土地利用や防災施設の整備方針を位置づけ、

安全・安心なまちづくりと地域活性化の両立を図ります。立地適正化計画とは、津波リスク

の高い区域における居住や都市機能の立地抑制と安全な区域への誘導方針を明確にし、災害

に強いコンパクトなまちづくりを推進します。 
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事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

大型開発跡地整備運

営事業 

（20） 

過去にゴルフ場として開発された森林を含む造

成跡地の安全性を確保するため、自然災害等で

発生した被害を整備する。 

 

・開発跡地の維持管理 

町 継続 長期 チ  

町有林造林事業 

（21） 

森林を適切に管理する。森林の持つ公益的機能

の高度発揮をめざし、植林、育林、除間伐、皆

伐をそれぞれ計画的に実施する。 

 

・森林整備事業 

町 継続 長期 チ  

環境保全林整備事業 

（22） 

町有林の中に設定した「環境保全林地区」の森林

管理を実施する。他の町有林よりも、人と森の共

生を意識し、森林の整備や散策路の設置を行う。 

 

・森林整備および人と森との機会創出 

町 継続 長期 チ  

被害木整理推進対策

事業 

（23） 

平成 30 年北海道胆振東部地震により被災した私

有林の再造林前の特殊地拵え作業に係る費用を

補助し、森林所有者の経済的負担を減らすこと

で、再造林を推進する事業を行う。 

 

・森林再生の推進 

町 継続 長期 チ  

造林推進対策（被災

森林）事業 

（24） 

平成 30 年北海道胆振東部地震により被災した私

有林の再造林に係る費用を補助し、森林所有者

の経済的負担を減らすことで、再造林を推進す

る事業を行う。 

 

・森林再生の推進 

町 継続 長期 チ  

治山流末処理施設維

持管理事業 

（26） 

崩壊の危険がある森林に対し行った治山工事個

所から、排水施設までの流路を維持管理する事

業を行う。 

 

・治山現場の管理 

町 継続 長期 チ  

森林整備支援事業 

（27） 

再造林から除伐までの収入を伴わない育林作業

に係る森林所有者に対し、補助金による支援を

行い、森林整備の推進を図る。 

 

・森林整備の推進 

町 継続 長期 チ  

被災町有林造林事業 

（28） 

平成 30 年北海道胆振東部地震により被災した町有

林と、近傍の私有林を一体的に整備および必要な

作業道を整備することで、被災森林の所有者の経

済的負担を軽減し、森林再生を推進する事業を行

う。 

 

・森林再生の推進 

町 継続 長期 チ  

治山事業 

（43） 

森林の維持造成を通じて、山地災害から国民の

生命・財産を保全するとともに、水源の涵養、

生活環境の保全・形成等を図る事業を行う。 

道 継続 長期 チ  
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事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

臨海ゾーン津波避難

対策強化支援事業

（再掲）（8） 

津波警報発令時に海岸利用者の安全確保の向上

を図るために必要となる施設・設備の整備や訓

練の実施に対し、必要な自主財源や技術を確保

するため、企業版ふるさと納税制度や企業との

包括連携協定を活用・促進する。 

 

・企業版ふるさと納税制度の広報・情報発信の

強化 

・企業との包括連携協定の促進 

町 継続 長期 ト  

防災重点農業用ため

池整備事業 

（12） 

老朽化した農業用ため池の防災減災対策を図

る。 

 

・農地や農業用施設の保全 

町 継続 長期 チ  

農業農村整備事業 

（41） 

作物の生産性および作業性の向上のため、区画

整理、暗渠排水、用排水路、耕作道等の整備を

実施する。 

 

・区画整理 

道 継続 長期 二  

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2）住宅等移転の検討 

町内の津波浸水想定区域においては、直接的に国の移転促進事業の対象とはなりえません

が、居住者の中には将来的な移転を個別に検討する方もおられることが想定されます。 

住宅の移転は住民の生活基盤に直接関わる重大な決断であることから、移転を希望する住

民に対しては、その意向を尊重しながら丁寧に対応することが求められます。町は、国や北

海道の支援制度の動向を注視しつつ、個別の移転相談に応じられる体制を整えるとともに、

財政的な支援のあり方についても検討を進めるとともに、中長期的な視点で安全な居住環境

の確保に向けた取り組みを進めます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

がけ地近接等危険住

宅移転事業 

（6） 

がけ地に近接する住宅の移転を推進し地震など

災害時の被害軽減を図る。 

 

・がけ地近接危険住宅移転補助 

町 継続 長期 チ  

住宅等移転の検討 

中長期的な視点で安全な居住環境の確保に向け

た取り組みを進める。 

 

・個別の移転相談を図る体制整備 

・住宅等移転の財政支援のあり方検討 

町 R8～ 長期 チ ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

2 防災まちづくりによる地域の魅力向上 

1）津波防災を核とした浜厚真の魅力あるまちづくり 

○浜厚真津波避難施設を核とした防災・交流活動の推進 

浜厚真に整備する津波避難施設は、避難施設としての機能を基本としながらも、その存在

を地域の防災意識向上と交流促進の核として活用します。民間企業や団体と連携した防災訓
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練・啓発イベントの開催など、ソフト面での取り組みを積極的に展開することで、施設を訪

れる機会を創出し、浜厚真エリアの賑わいづくりにつなげます。特に、年間多くのサーファ

ーや観光客が訪れる浜厚真の特性を活かし、来訪者も参加できる津波防災の体験・学習機会

を提供することで、地域内外への防災意識の普及と地域の魅力発信を同時に図ります。 

 

3 復興まちづくりの事前準備 

1）事前復興計画の策定 

大規模災害が発生した際に迅速かつ円滑な復興を実現するためには、被災後に初めて復興

の方針を検討するのではなく、平時から復興後のまちの姿を想定し、計画的に準備を進める

ことが重要です。事前復興計画とは、想定される災害による被害シナリオをもとに、復興ま

ちづくりの目標・方針・体制・役割分担を事前に検討・計画化するものであり、被災後の迅

速な意思決定と住民合意形成を可能にし、復興の遅延や混乱を防ぐことを目的とします。 

本町は、胆振東部地震において甚大な被害を受け、多くの尊い命が失われるとともに、大

規模な山腹崩壊により集落が孤立するなど、町の存続を揺るがすほどの深刻な状況に直面し

ました。あれから 7年余りが経過し、町はインフラの復旧・復興はもとより、被災した住民の

生活再建や地域コミュニティの再生に向けて着実な歩みを続けてきました。この経験は、事

前の備えと計画の重要性を改めて示すとともに、復興に向けた住民・行政・関係機関の連携

と合意形成の積み重ねがいかに大切であるかを町全体で共有する貴重な教訓となっています。 

こうした胆振東部地震の経験と復興の歩みを礎としながら、本計画が対象とする津波災害

についても、浸水想定区域における土地利用の方針や住民の生活再建の方向性、復興体制の

あり方を平時から検討しておくことが求められます。津波災害は地震と異なり、沿岸部への

集中的な被害が想定されることから、被災後の土地利用再編や住民の移転・生活再建に関す

る方針を事前に整理しておくことが特に重要です。町は、地域防災計画や都市計画マスター

プラン等の関連計画との整合を図りながら、住民との対話を重ねつつ、事前復興計画の策定

に向けた取り組みを段階的に進めます。 

 

事業名 事業概要・目的・施策など 担当 
目標達成時期 法律 

区分 

重点 

施策  時期 

事前復興計画の策定 

地域防災計画や都市計画マスタープラン等の

関連計画との整合を図りながら、住民との対

話を重ねつつ、事前復興計画の策定に向けた

取り組みを段階的に進める。 

 

・事前復興計画の策定 

町 R8～ 短期 チ ★ 

注．目標達成時期：完了･･･令和 7年度までに完了、短期･･･3年未満、中期･･･5年未満、長期･･･5年以上 

 

第３節 重点施策 

本町の津波防災地域づくりを進めるうえで、優先的に実施すべき施策、事業は、「重点施策」

に位置付けて集中的に事業を推進します。重点施策は、本計画【別冊資料】に示します。 
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第７章 推進計画実現に向けた今後の進め方 

本章では、今後の検討が求められる事項と推進体制、計画の見直しと更新について示します。 

 

第１節 今後さらに検討が必要な事項 

本町では津波避難施設を整備することにより、避難困難地域は一部縮小する見込みです（図

7.1-1）。しかし、津波避難困難地域が残存する状況の中で、現在予定している事業・事務のみで

は解消困難な津波避難に係る課題があります。今後の津波防災地域づくりの推進にあたっては、

課題解決に向けて現状把握や検討を行い、関係機関と必要に応じて連携しながら、継続して事

業・事務の拡充に努めていく必要があります。 

また、拡充した事業・事務のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法に基づく「津波避難対策緊急事業計画」の対象事業等については、各種

計画に適切に反映の上、事業の推進を図っていきます。 

今後さらに検討が必要な事項は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.1-1 津波避難困難地域（津波避難施設整備後） 
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●避難困難地域 

    ：徒歩避難考慮 

  ：自動車・徒歩避難考慮 

●避難施設 

 ：指定緊急避難場所 

  ：指定避難所 

  ：指定緊急避難場所（整備中） 

  ：避難可能範囲 
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①屋外避難の支障となりうる要因の排除 

地震による家屋倒壊や家具転倒により、人的被害が発生する恐れがあるほか、閉じ込めによ

る避難困難に繋がる可能性があります。このため、耐震診断や家屋の耐震化に加えて、家具転

倒防止器具の購入や取り付けについての助成制度について検討を進めます。 

 

②津波避難施設の平時の活用方針 

津波避難施設は、津波避難を主用途とし、平時には防災教育の集会等を行う目的で設置され

ます。加えて、平時から津波避難施設とその周辺を有効に活用することで、地域住民や海岸利

用者が津波避難施設の周知につなげられる可能性があります。地域防災コミュニティセンター

ならやまをモデルとする支援員の配置を想定して平時の活用を検討します。 

 

③避難の支障となる要因の解消 

（a）JR日高本線の踏切解消 

本町は沿岸部に JR日高本線、国道 235号が東西に通過しており、沿岸部から内陸方向（北

方向）の避難行動に対して、踏切や交差点が支障となる場合があります。特に JR 日高本線

の踏切は災害時に遮断されることから、住民懇談会では避難時の妨げとなることを懸念する

声が上がっていました。今後も北海道を通じて JR との協議を継続し、課題の解消を図る必

要があります。 

（b）沿岸部から内陸部への道路整備 

浜厚真地区の沿岸部から、JR日高本線および国道 235号以北の内陸部に接続する道路の整

備について、浜 1号線、浜厚真山手線、浜 3号線整備の検討を進めます。 

 

④避難場所の拡充、機能の充実 

既存の避難施設には、近隣の住民以外の避難者が利用する可能性があります。そのため、既

存施設の屋内避難場所の拡充や冬季の備蓄（暖房器具や防寒具など）や、夏季の暑熱対策の備

蓄等に関する見直しの検討が必要です。さらに屋内避難施設以外の多様な避難施設の導入を検

討します。 

また、高規格道路の指定緊急避難場所は、近隣まで自動車避難をした後に、徒歩で移動する

ことが予想されます。現状では後に到着した避難者は避難場所より離れた路上に駐車する可能

性が高いため、駐車スペースの検討に努めます。 

 

⑤要配慮者や多数の訪問者の迅速な避難方法の検討 

本町では徒歩避難を推奨していますが、津波浸水域が広く、津波到達予測時間が最短 44 分

であることと、浸水区域内の高齢化率が高いことから、自動車避難を認めています。避難に支

援が必要な方に対する個別の避難計画の作成を進めていくほか、自動車避難を行う上でも、避

難までの準備時間の短縮、乗車の迅速化、周辺居住者の同乗、避難後の渋滞発生の可能性など、

自動車避難時の留意点をとりまとめ、周知することが必要です。 

また、海岸利用者が自動車避難の際に使用するルート、避難先の周知、ルール化も求められ

ます。これら自動車避難のあり方、ルールについては、避難の対象者別に避難施設（避難先）、

避難路（ルート）、避難手段を示した避難パターンの整理を進め、住民等への周知を図ります。 

さらに、隣接する自治体から本町への避難も予想されますが、受け入れる地域住民への啓発、

受け入れのルールなどを検討するとともに、隣接自治体と具体的な避難方法に係る協議を進め

ます。 
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⑥復興体制や被災者の生活再建支援体制の検討 

本計画の進捗により地震や津波による被害の軽減を図りますが、すべての被害を防止すること

は困難であり、被災後の応急復旧を経たのち、速やかな復興を図ることが必要です。本町は平成

30 年北海道胆振東部地震による被害を受け、震災復興を進めてきた実績があります。この経験を

活かして事前復興計画の策定や被災者の生活支援体制の検討など新たな取り組みを進めます。 

 

⑦津波浸水想定区域内からの移転の検討 

本計画で示した津波防災地域づくり推進のための事業・事務を着実に推進し、津波浸水対策

のリスクの低減を図ります。一方で、津波浸水区域内居住者や事業所就業者のリスクは残存し

ます。希望者に対して、浸水地域から内陸部への移転を支援する方策について、継続して検討

を進める必要があります。 

 

第２節 推進体制 

町では本計画の推進にあたり、国や北海道など関係機関と連携を進め、自助・共助を担う地域

住民や事業者等の防災に係る活動・行動を支援する形で、町、国・道、地域住民等が協働で本計

画を推進する体制の構築をめざします。 

災害時には、住民一人ひとりが「自分の身は自分で守る」という意識を持ち行動することや、

地域で連携して、「一人の逃げ遅れも出さない」という意識をもって助け合う体制を検討するこ

とが極めて重要です。地震や津波の正しい知識や発災時の対応などの防災知識・技術を習得し、

的確な判断と避難行動を可能にするため、本計画を広く普及する必要があります。  

例えば、津波浸水想定区域の住民に対し津波ハザードマップなどを用いた出前講座の開催、学

校教育の場における児童・生徒に対する防災教育の推進、地域の地形や土地利用の状況を考慮し

た避難経路の選定などの取り組みにより、住民の防災意識や自主防災組織の活動意欲を高く保ち、

自主的に物資の備蓄や住宅の耐震補強、避難経路の確認などの行動につながるよう支援します。 

また、災害への備えとしての官民一体の取り組み、すなわち公助だけでなく、住民が自発的か

つ、主体となる自助や地域による共助の連携による減災効果を発揮するためには、自主防災組織

の設立と、これらの活動の中心となる防災リーダーの存在も不可欠となります。そのため、自主

防災組織、自治会、事業所の防災担当者のほか、防災に関心の高い住民を対象に、北海道が行う

「北海道地域防災マスター認定研修会」を活用して、町内における地域防災活動の中核となる人

材の育成を推進します。 

 

第３節 計画の見直しと更新 

本計画は、本町における津波防災地域づくりを総合的に推進するための基本方針や事業・事務

について、体系的に取りまとめたものです。一方で、現在も計画中の事業の具体の実施時期や事

業費用の検討や施設整備を行う場合は基本設計や詳細設計、今後さらに検討が必要な事項の推進、

土地利用の動向等の更新などについては、引き続き見直しを行う必要があります。その他、北海

道が公表する地震・津波被害想定や関連計画の更新、本町の地域防災計画や総合計画等の修正や

地震・津波防災対策の新たな展開がある際にも、適宜見直しが必要となります。 

第 3 版において定めた計画期間の終了の前年に計画を見直すものとします。 
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参考資料 

参考資料１ 厚真町津波防災地域づくり推進協議会設置要綱 

 

厚真町津波防災地域づくり推進協議会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３

号。以下「法」という。）第１０条の規定に基づき作成する厚真町津波防災地域

づくり推進計画（以下「推進計画」という。）について、推進計画の作成に関す

る協議及び実施に係る連絡調整を行うため、法第１１条の規定に基づき、厚真町

津波防災地域づくり推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 推進計画の作成のための協議に関する事項 

(2) 推進計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、津波防災地域づくりに関し町長が必要と認める

事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(1) 推進計画に基づく事業に関係する機関の職員 

(2) 津波浸水想定区域内に属する地域の自治会長 

(3) 学識経験者等 

(4) 国及び北海道職員 

(5) その他町長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 副会長は、会長が委員のうちから指名する。 

４ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 
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５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員

の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し協議会への出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

 

（報償等） 

第７条 委員には、予算の定めるところにより、報償及び費用弁償を支給する。 

 

（事務局） 

第８条 協議会に事務局を置く。 

２ 事務局の職員は町長の指名する職員をもって充てる。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、防災担当課において処理する。 

 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公示の日から施行する。 

 

（委員の任期の特例） 

２ この要綱の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわ

らず、令和 年 月  日までとする。 
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参考資料２ 厚真町津波防災地域づくり推進協議会委員名簿 

 

厚真町津波防災地域づくり推進協議会委員等名簿 

令和８年４月１日時点 

区 分 連番 職 名 氏 名 備 考 

委 員 

1 東北学院大学 地域総合学部政策デザイン学科 准教授 定池 祐季 学識者 

2 室蘭工業大学 大学院工学研究科 教授 有村 幹治 学識者 

3 浜厚真自治会 会長 館山  睿 住民 

4 鹿沼自治会 会長 山口 英雄 住民 

5 厚和自治会 会長 安達 博司 住民 

6 防災マスター代表 北海道地域防災マスター 山口 純子 住民 

7 社会福祉法人 厚真町社会福祉協議会 会長 吉岡 茂樹 福祉 

8 新日本海フェリー株式会社 苫小牧支店 支店長 本間  裕 事業所 

9 鵡川漁業協同組合 厚真支所 副組合長 澤口 伸二 事業所 

10 北海道電力株式会社 苫東厚真発電所 発電課長 三田 将行 事業所 

11 tacoo surf（タクーサーフ） 代表 村上  巧 事業所 

12 胆振東部消防組合 厚真支署 支署長 加勢 正一 消防 

13 胆振東部消防組合 厚真消防団 団長 澤山 慎一 消防 

14 苫小牧港管理組合 専任副管理者 佐々木 秀郎 組合 

15 北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧道路事務所 所長 後藤 浩之 国 

16 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部苫小牧出張所 所長 伊藤 朋之 道 

17 北海道胆振総合振興局地域創生部危機対策室 主幹 林 恵一 道 

18 厚真町 副町長 西野 和博 町 

 

区 分 連番 役 職 氏 名 備 考 

オブザーバー 
1 北海道札幌方面 苫小牧警察署 警備課長 中野 将希 警察 

2 北海道建設部 建設政策局 維持管理防災課 主幹 梶原 慎也 道 

 

区分 連番 役職 氏 名 備考 

事務局 

（事業調整） 

1 厚真町 地方創生復興担当理事 大坪 秀幸 町 

2 厚真町 総務課 課長 佐藤 大輔 町 

3 厚真町 まちづくり推進課 課長 宮下  桂 町 

4 厚真町 住民課 課長 藤岡 隆志 町 

5 厚真町 産業経済課 課長 田中  紀嘉 町 

6 厚真町 建設課 課長 松浦 健二  

7 厚真町 生涯学習課 課長 阿部 雄史 町 

事務局 

（運営等） 

7 厚真町 総務課情報防災担当参事 小山 敏史 町 

8 厚真町 総務課情報防災グループ 主幹 奥村与志照 町 

9 
厚真町 総務課情報防災グループ 主査地域防災マネージ

ャー 
佐藤 拓也 町 
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参考資料３ 検討経緯 

 

○津波防災地域づくり推進協議会 

【令和５年度】 

回 開催日時 議事 

第１回 

令和５年 

５月２６日 

13:30～15:00 

(1) 津波防災地域づくり推進計画の策定 

① 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の概要 

② 厚真町の地域特性・これまでの津波対策 

③ 津波防災地域づくり推進計画策定の目的 

④ 津波防災地域づくり推進協議会の設置目的 

⑤ 協議会の進め方（今後のスケジュール） 

第２回 

令和５年 

８月８日 

14:30～16:00 

(1) 津波防災地域づくり推進計画（骨子案） 

(2) 事業・事務の検討 

① 庁内・関係機関の事業の確認結果  

② 津波防災住民懇談会を踏まえた津波防災対

策（素案） 

第３回 

令和５年 

１１月１５日 

13:30～15:30 

(1) 事業・事務の検討 

① 庁内・関係機関の事業の確認結果 

② 津波防災住民懇談会を踏まえた津波防災対

策（案） 

(2) 津波防災地域づくり推進計画（素案） 

① 第２回推進協議会以降の修正・追加事項 

② パブリックコメント日程 

第４回 

令和６年 

３月１日 

10:00～11:30 

(1) 津波防災住民懇談会を踏まえた津波防災対策 

(2) 津波防災地域づくり推進計画 

① 第３回推進協議会以降の修正・追加事項 

② パブリックコメント結果 

③ 計画に係る審議 

 

【令和６年度】 

回 開催日時 議事 

第１回 

令和６年 

８月１日 

13:30～15:00 

(1) 令和 6 年度津波防災地域づくり推進協議会

の検討の進め方 

第２回 
（書面開催） 

令和７年 

１月１４日～ 

１月３１日 

(1) 津波防災地域づくり推進計画【第 2 版】（素

案）の確認 

(2) 事業・事務の見直し調査 

第３回 

令和７年 

２月２７日 

13:30～15:30 

(1) 津波防災地域づくり推進計画【第 2 版】の

審議 
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【令和７年度】 

回 開催日時 議事 

第１回 

令和７年 

８月２１日 

13:30～15:00 

(1) 令和 7 年度津波防災地域づくり推進協議会

の検討の進め方 

 

【令和８年度】 

回 開催日時 議事 

第１回 

令和８年 

８月６日 

13:30～（予定） 

(1) 津波防災地域づくり推進計画【第 3 版】の

審議 
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○津波防災住民懇談会 

【令和５年度】 

回 開催日時 地区 議事 

第１回 

令和５年 

６月７日 

18:30～20:00 

鹿沼 

(1) 津波防災住民懇談会の趣旨説明 

(2) 津波防災に関する意見交換 

６月８日 

18:30～20:00 
浜厚真 

６月９日 

13:30～15:30 

サーフィン 

利用者 

６月９日 

18:30～20:00 
共栄等 

第２回 

９月１１日 

13:30～15:30 
鹿沼 

(1) 第１回津波防災住民懇談会の振

り返り 

(2) 地区における津波防災対策（素

案）に関する意見交換 

９月１１日 

19:00～21:15 

サーフィン 

利用者 

９月１３日 

19:00～21:00 

浜厚真 

共栄等 

第３回 

１１月１４日 

19:00～20:30 
鹿沼 

(1) 第２回津波防災住民懇談会の振

り返り 

(2)  地区における津波防災対策

（案）に関する意見交換 

１１月１７日 

13:30～15:20 

サーフィン 

利用者 

１１月１７日 

19:00～20:30 

浜厚真 

共栄等 
注．共栄等･･･共栄・厚和・上厚真・富野・共和・共和団地地区合同 

 

【令和６年度】 

回 開催日時 区分 議事 

第１回 

令和６年 

８月１日 

19:00～21:00 

津波防災 

住民等懇談会 

【浜厚真地区住民、 

サーファー】 

(1) 令和５年度津波防災住民

懇談会の振り返り 

(2) 津波防災住民等懇談会の

目的 

(3) 浜厚真地区津波避難施設

の施設内容に関する意見交換 

８月２日 

19:00～21:00 

津波防災地域づくり

推進計画の第２期計

画に係る検討会 

(1) 厚真町津波防災地域づく

り推進計画の第２期計画の津

波避難等対策のあり方 

第２回 
９月１２日 

19:00～21:00 

津波防災 

住民等懇談会 

(1) 第１回津波防災住民等懇

談会、第２期計画検討会の振

り返り 

(2) 浜厚真地区及び第２期計

画の津波避難対策の対応状況

に関する意見交換 
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回 開催日時 区分 議事 

第３回 
１０月２１日 

19:00～21:00 

津波防災 

住民等懇談会 

(1) 第２回津波防災住民等懇

談会の 振り返り 

(2) 浜厚真地区及び第２期計

画の津波避難対策（案）の対

応状況に関する意見交換 

第４回 
１１月１２日 

19:00～20:45 

津波防災 

住民等懇談会 

(1) 第３回津波防災住民等懇

談会の 振り返り 

(2) 浜厚真地区及び第２期計

画の津波避難対策（案）の確

認 

(3) 浜厚真地区津波避難施設

の報告 

 

【令和７年度】 

回 開催日時 区分 議事 

－ 

令和７年 

５月２２日、 

２３日 

ヒアリング 

（厚真川右岸） 

厚真川右岸事業者等の津波避難

対策 

第１回 

令和７年 

８月２０日 

19:00～21:00 

津波防災 

住民等懇談会 

(1) 令和６年度津波防災住民

等懇談会の振り返り 

(2) カムチャツカ半島付近の

地震による津波避難対応 

－ 
１０月２日、 

３日 

ヒアリング 

（厚真川左岸） 

カムチャツカ半島付近の地震に

よる津波避難対応 

（対象者別の避難パターン） 

第２回 
１２月５日 

19:00～21:00 

津波防災 

住民等懇談会 

(1) 第１回津波防災住民等懇

談会の振り返り 

(2) 各対象者別の現時点の避

難パターンの課題整理 

第３回 
２月１３日 

19:00～21:00 

津波防災 

住民等懇談会 

(1) 第２回津波防災住民等懇

談会の振り返り 

(2) 各対象者別の避難カルテ

（仮称）の確認 

(3) 次年度以降の取組の検討 

 

 


